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０１．０１ 序論 

モーターサイクルという名称は、原則として四輪未満で、エンジンによって駆動され、基

本的にはひとり、またはそれ以上の人間（そのうちのひとりがライダー）を運ぶために設

計されたすべての車両を指すものである。ホイールは通常路面に接地しているが、瞬間的、

または異例の状況の場合は例外とする。さらに、特殊路面を走行するために、ひとつ、ま

たはすべてのホイールをスキー、ローラー、またはチェーンで置きかえることができる。 

 

０１．０３ 構造の自由 

モーターサイクルは、ＦＩＭ規則、および大会特別規則の条件、さらに、特定の競技に関

してＦＩＭが要請するいくつかの特殊条件に適合することを条件として、使用されるモー

ターサイクルの銘柄、構造、および種類には制限は設けられない。 

 

すべてのソロ・モーターサイクル（グループＡ）は、ライダーによって完全にコントロー

ルされるような構造とする。サイドカー付きのモーターサイクル（グループＢ）は、パッ

センジャーを運べるような構造とする。 

 

０１．０５ モーターサイクルのカテゴリーとグループ 

モーターサイクルはカテゴリーとグループに分けられ、すべての大会においてこれが守ら

れなくてはならない。 

 

原則として、異なるカテゴリー、グループ、およびクラスが同時に競うことは禁止される

が、大会特別規則に特記されている場合は例外とする。 

 

カテゴリーⅠ 路面と接地している一本の駆動輪の動きによって一方方向のみに推進され

    る車両モーターサイクル。 

 

グループＡ１ － ソロ・モーターサイクル 

     路面に１本の軌道のみを残す二輪車両 

 

グループＢ１ モーターサイクルの残す１本の軌道とパッセンジャー用サイドカーが路面

    に残すもう１本の軌道の合計２本の軌道を残す三輪車両。 

 

グループＢ２ 路面の前進方向に２本、または３本の軌道を残す三輪車両で、完全な一体

    ユニットを形成するサイドカーが常時固定されたもの。 
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軌道が３本の場合、モーターサイクル・ホイールが残す２本の軌道の中心線は、75mm 以

上離れていてはならない。軌道は、車両が前を向いた状態における各ホイールの縦方向の

中心線によって決定される。 

 

カテゴリーⅡ 路面と接地している二つの駆動輪の動きによって一方方向のみに推進され

    る車両 

 

グループ C － 特殊二輪モーターサイクル 

グループＤ － 特殊三輪モーターサイクル 

グループＥ － スノーモビル 

グループＦ － スプリンター、およびドラッグスター 

グループＧ － クアドレーサー 

グループ H    － 

グループ I     － 

 

カテゴリーⅢ 

グループＪ － 電動車両（EPVs ロードレース技術規則の事項 01.50 を参照） 

 

０１．０７ クラス 

グループは、下記のシリンダー容量に基づいてさらにクラス分けされる。一般的に、これ

らのクラスがすべての大会に関して適用される。世界選手権・カップに関する詳細例はト

ライアルスポーツ規則を参照。 

 

カテゴリーⅠ 

グループ A1 ソロ車両 

クラス ㏄を超え ㏄まで 

50 ― 50 

TRIAL 125 50 125 

TRIAL 2 125 250（２ストローク） 

300（４ストローク） 

TRIAL GP 250 ― 

 クラス  排気量 cc（以上） 排気量 cc（まで） 

 ５０  ―   ５０ 

 １２５  ５０   １２５ 

 オープン １２５   ３００cc（２ストローク） 

      ３５０cc（４ストローク） 
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グループ B1、B2 サイドカー 

 上記 A1 及び A2 の 125cc 以上と同様とする。 

 

カテゴリーⅡ 

 上記 A1 及び A2 の 125cc 以上と同様とする。 

 

カテゴリーⅢ 

 上記 A1 及び A2 の 125cc 以上と同様とする。 

 

グループ D ― 特殊３輪モーターサイクル 

グループ E ― スノーモビル 

グループ G ― クアドレーサー 

  バルーンタイプのタイヤを各対角線上の四隅に持つ 4 輪オフロード車両

  で、ライダーはまたがって座りハンドルバーにより操舵できる収容 

  設備を含む車両。 

  カテゴリーⅠ、グループ A1 と同様 

カテゴリーⅢ 

グループ J ― 電動車両（ロードレース技術規則事項 01.82 参照） 

 

０１．１１ 排気量の測定 

１１．１１ レシプロ・エンジン、“オットー”・サイクル 

各エンジン・シリンダーの容量は、シリンダーの容積を算出する幾何公式を用いて算出さ

れる。直径はボアによって表され、高さはピストンが上死点から下死点まで移動するスト

ロークを指す。 

容量 ＝   Ｄ２ ｘ ３．１４１６ ｘ Ｃ 

              ４ 

    Ｄ ＝ ボア  Ｃ ＝ ストローク 

 

シリンダー・ボアが真円ではない場合、断面積は適切な幾何方式、または数式によって算

出され、その後それにストロークを掛けて容量が決定される。 

 

測定時に、ボアに関して 1/10mm の許容誤差が認められる。この許容誤差を適用しても、

当該クラスの排気量制限を超過する場合、エンジンが冷えた状態で 1/100mm の制限まで

さらに測定が行われる。 
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１１．１３ ロータリーエンジン 

ロータリーエンジンを搭載するモーターサイクルが出場するクラスを決定するエンジン 

容量は下記によって算出される： 

 

容量 ＝  ２ ｘ Ｖ 

        Ｎ 

 

Ｖ ＝ エンジンを構成するすべての燃焼室の総容量 

Ｎ ＝ ひとつの燃焼室内で１回のサイクルを完了するのに必要なモーターの回転数 

 

４ストロークに分類される。 

 

１１．１５ ヴァンケルシステム 

三角形のピストンを持つヴァンケルシステムエンジンに関して、容量は下記の公式によっ

て算出される： 

 

容量 ＝ ２ ｘ Ｖ ｘ Ｄ 

 

Ｖ ＝ ひとつの燃焼室の容量 

Ｄ ＝ ローターの数 

 

このエンジンは４ストロークに分類される。 

 

０１．１７ スーパーチャージング 

すべての大会において、いかなる種類の方法によるスーパーチャ－ジングも禁止される。 

 

作動するシリンダーの容量によって決定される指定クラスに属するエンジンは、２ストロ

ーク、４ストロークを問わず、次の場合にはスーパーチャ－ジングされているとはみなさ

れない。１回のエンジン・サイクルに関して、燃料の吸気に用いられる燃料供給デバイス

の総容量（作動するシリンダー容量を含んで幾何的に測定された総容量）が当該クラスの

最大容量制限を超過していない場合。 

 

０１．１８ テレメトリー 

いかなる形式においても、動いているモーターサイクルから情報を得る、または動いてい

るモーターサイクルへ情報を送ることは禁止される。 

公式シグナリング・デバイスをマシンに搭載することが要請されることもある。 
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自動ラップタイム計時デバイスは“テレメトリー”とはみなされない。 

自動ラップタイム計時デバイスは、公式の計時方式、および装置を妨害するものであって

はならない。 

 

０１．１９   モーターサイクルの重量 

現行の規則は 2017 年１月 1 日より最低 3 年間は適用される。 

 

１９．０１ 

Ｘトライアル及びトライアル車両（ライダー及び・またはパッセンジャーを除くアウトド

アイベントのみ）の最低重量は、 

・ 125cc クラス車両：  67Kg 

・ オープンクラス 125cc を超える車両： ６９70Kg 

特記されている（事項 01.50 グループ J 電動推進車両を除く） 

 

レース前検査で車両が測定される場合、数値は絶対的なものとし、許容誤差は一切認めら

れない。 

測定車両の最低重量は設定された最低重量を如何なる場合においても下回ってはならない。 

競技会中または競技後測定時には、測定条件の変動制を考慮し、車両重量に１％の許容誤

差が認められる。 

最低 100g 単位の計測器が使用されなければならない。 

 

ライダーは、ラップ間または最終ラップ終了後に、重量測定のためにマシンの提示を要請

される場合がある。 

この重量測定は可能な限り短時間で行われる。 

大会期間中、何時でも最低重量の確認をすることができる。ライダーは、大会期間中（ゾ

ーンとゾーンの間でも）または最終ゾーンにおいて重量検査のために車両の提示を求めら

れる。 

レース中またはレース後のモーターサイクルの重量許容誤差は１％まで認められる。 

 

最低重量を満たすためにバラストを使用することは認められない。バラストとは、如何な

る機器または部品等マシンに重量を加算させるための構成部品を指す。マシンに取り付け

られるウェイトは、モーターサイクルに確実に取り付けられていなければならない。 
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１９．０３ 

ステッカーまたはその他素材のものがシール（プラスチックシールが望ましい）はフロン

トメインフレームに固定されていなければならない。（全車両同じ側に貼付することが望ま

しい） 

 

１９．０４ 

重量計は国家機関により、で毎年証明されなければならないまたは前年の大会開催期間中

に、それは大会開催日から 24 か月 2 年以内に証明されたものとする。 

 

１９．０５ 

グループ B1、B2 のすべての競技ではパッセンジャーが義務付けられる。 

 

０１．２１ メーカー名の表示 

１台のモーターサイクルの構造に二つのメーカーが関与している場合、下記の方法で二社

の呼称がマシンにつけられる： 

・ シャシー・マニュファクチュラーの呼称 

・ エンジン・マニュファクチュラーの呼称 

 

０１．２３ プロトタイプの定義 

プロトタイプ・モーターサイクルは、それが使用される競技の種類に適用されるＦＩＭス

ポーツコード及び付則の安全条件に適合する車両でなくてはならない。 

 

０１．２５ 一般仕様 

下記の仕様が、指定されたグループのすべての車両、およびすべての種類の競技に関して

適用される。ただし、ＦＩＭスポーツコードの該当するセクションに特記されている場合

は例外とする。 

 

これは国内競技会にも適用されるべきであるが、主催国協会（FMNR）が別の仕様を指示

している場合は例外とする。 

 

いくつかの競技に関しては、追加仕様も必要とされ、これはスポーツコードの該当部分、

または当該競技会の大会特別規則に詳細が明記される。 

 

材質の確認に関して疑義が生じた場合、当該部品のサンプルは材質検査機関に持ち込まれ

検査されなければならない。 
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２５．０１  チタニウムの使用 

フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアーム、ホイール及びスイングア

ームスピンドル、ホイールスピンドルにチタニウムを使用することは禁止される。 

鉄を含まないファスナーまたはスピンドルに交換される場合、それは規定通りに寸法を増

大することができる。 

ホイールスピンドルへの軽合金の使用もまた禁止される。（トライアル車両は除く） 

 

チタニウム合金製のナットとボルトの使用は許可される。 

 

サーキットで実施されるチタニウム・テスト：  

２５．０１．１ 磁気テスト（チタニウムは磁気ではない） 

２５．０１．２ ３％の硝酸テスト（チタニウムは反応しない。金属がスチールである場

合、硝酸液は黒い点を残す） 

２５．０１．３ 当該パーツの重量を計り、水の入ったメジャー付きグラスに入れて質量

を測定することによって、チタニウム合金の特定質量４．５－５、スチールの特定質量７．

５－８．７を確かめる（インテーク・バルブ、ロッカー、コンロッドなど）。 

２５．０１．４ 論議が生じた場合、材質テスト研究所においてテストが実施される。 

 

２５．０２    

アルミニウム合金は目で見て確認される 

 

２５．０３   カーボンファイバー 

トラックレースマシンへのカーボンファイバー強化素材の使用は認められる。（カーボン・

カーボン、カーボン・ケブラ―またはその他複合素材製のハンドルバー及びホイールリム

を除く） 

 

２５．０４   セラミック素材 

セラミックパーツの使用は禁止される。セラミックコーティングパーツの使用は認められ

る。 

 

２５．０５   その他装備 

データ記録装置及び自動電子イグニッションは認められる。 

 

走行している車両といかなる人物当該車両のエントラントまたはライダー間の如何なる無

線及びブルートゥース更新を含む信号の通信も禁止される。但し、計時トランスポンダ―、

自動ラップタイミング装置または承認されたオンボードカメラ（事前に選手権プロモータ
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ー及び主催者の書面による許可が必要、ただし、ヘルメット搭載カメラは許可されない） 

 

２５．０６ シリンダーの数 

エンジンのシリンダー数は、燃焼室の数によって決定される。 

 

２５．０７ 

別個になった燃焼スペースが用いられる場合、これは吸気ポート総面積の最低５０％とな

る断面部分による制限のない通路によって連結されていなくてはならない。 

 

０１．２６ ソロ・モーターサイクルのフレームの定義 

マシンのフロント部のステアリング機構をエンジン／ギヤボックス・ユニット、およびリ

ヤ・サスペンションのすべてのコンポーネントと結合するのに用いられる構造部。 

 

０１．２７ スターティング・デバイス（スタート装置） 

エンジン始動のためのスタート装置は義務とされる。 

 

０１．２８ 燃料タンク 

燃料タンク及びオイルタンクは確実に取り付けられていなければならない。 

 

燃料タンクは大会期間中マーキングされたものでなければならない。マーキングのされて

いない燃料タンクは審査委員長に報告される。 

 

燃料タンクへの補充は、消火器、環境マットが備えられている指定された正式補給エリア

パドックエリアに限定される。プロモーター/オーガナイザーは、参加者に対しこの指定エ

リアについて告知しなければならない。 

 

０１．２９ オープン・トランスミッション・ガード 

カウンターシャフト・スプロケットにガードが装備されなければならない。 

 

２９．０４ 

チェーンガードは、リヤホイールのファイナルドリブンスプロケットとチェーン稼動 

下部の間に挟まれるのを防ぐために取り付けなければならない。 

 

リヤスプロケット外側は、固く強固なプラスチックシートで完全に覆われていなければな

らない。スプロケットにある穴が視認できてはならない。 
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０１．３１ エキゾーストパイプ 

エキゾーストパイプとサイレンサーは、サウンドコントロールに関するすべての条件を満

たすものでなくてはならない。（事項 01.79 参照） 

 

３１．０１   

サイレンサーエンドの軸は、車両の中心軸と平行でなければならない。（許容誤差 10°） 

エキゾーストパイプの端は、３０ｍｍの長さに渡って水平で、ソロ・マシンの中心軸に対

して平行でなくてはならない（±１０°の許容誤差が認められる）。またエキゾーストパイ

プのサイレンサーの先端はリヤタイヤ車両後端から 5mm 以上突出してはならない。すべ

ての突端は最低半径 2mm の球状処理がなされていなければならない（図 E 参照）。 

 

３１．０2 

サイレンサーの後端は、ライダーまたはヘルパーが誤って触れた場合に危険なものであっ

てはならない。ファイナルチューブの端が 3mm 以上突出している場合、180°のアング

ルで丸められていなければならない。（下記写真参照） 

     

３１．０3 

排気は、後方に向けて排出されなければならないが、他のライダーもしくはライダー達に

埃を巻き上げたり、タイヤもしくはブレーキに悪影響を与えたり、サイドカーの場合は、

パッセンジャーに不快な思いをさせたりするものであってはならない。 

 

後続のライダーへの不利益とならないような廃油処理が施されていなければならない。 

３１．０３ 

ソロ・モーターサイクルのエキゾーストパイプの先端は、リヤ・タイヤを接点として垂直

に引かれた線より突出していてはならない（図Ｅ参照）。 

３１．０４ 

エキゾーストパイプは水平に排気を行い、後方に向かうに従ってマシンの軸に対して最大

３０°の角度でなければならない。 
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０１．３３ ハンドルバー 

３３．０１ 

サイドカーを含む、ハンドルバーの幅は、６００ｍｍ以上、８５０ｍｍ未満とする。 

 

３３．０２ 

ハンドルバーのクロスバーにはプロテクションパッドが装着されていなければならない。

クロスバーのないハンドルバーの場合、ハンドルバーの中間部分にプロテクションパッド

を装備することとし、それはハンドルバー・クランプをカバーする幅を持っていなければ

ならない。 

 

３３．０３ 

ハンドルバー・クランプは入念に形成され、ハンドルバーに破損部分が生じないようにさ

れる。 

軽合金素材のハンドルバーが使用される場合、クランピングエリア先端（または２つのク

ランプ）間の距離は１２０ｍｍを超えてはならない。 

 

３３．０４    

露出したハンドルバーの先端部分は、固形物質が埋め込まれるかゴムで覆われていなくて

はならない。 

 

３３．０６ 

ハンドプロテクターが使用される場合、非粉砕素材でなければならず、常に手の為に解放

されていなければならない。 

 

３３．０７ 

カーボン・カーボン、カーボン・ケブラ―またはその他合成素材製のハンドルバーは認め

られない。 

 

３３．０８ 

軽合金製ハンドルバーを溶接修理することは禁止される。 

 

３３．０９ 

レバーのついたハンドルバーとタンクの間に最低３０ｍｍのクリアランスを取るために強

固なストップ（フルロック状態時のステアリング・ダンパー以外のもの）が設けられ、ラ

イダーの指が挟まれないようにしなければならない。 
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３３．１0 

サイドカートライアルの場合、ハンドルバーの最低調整角は各サイドのセンターラインま

たは真ん中から４０°とする。ステアリングは車両の前輪及びステアリングフォークのみ

に作用するものとする。操作可能なサイドカーホイールは禁止される。 

 

０１．３５ コントロール・レバー 

３５．０１ 

すべてのハンドルバー・レバー（クラッチ、ブレーキ等）は原則として先端部がボール状

（このボールの直径は最低１６ｍｍとする）になっていなくてはならない。このボールは

平らであってもかまわないが、いかなる場合においても先端部分は丸くなっていなくては

ならない（平らな部分の厚みは最低１４ｍｍなくてはならない）。この先端部は常時固定さ

れ、レバーと一体となっていなくてはならない。 

 

３５．０３ 

各コントロールレバー（ハンドレバー、およびフットレバー）は、独立したピボットにマ

ウントされなくてはならない。 

 

３５．０４ 

ブレーキレバーがフットレストの軸をピボットとしている場合、フットレストが曲がる、

あるいは変形する等。いかなる場合においてもブレーキレバーは作動しなくてはならない。 

 

３５．０5 

ハンド及びフットコントロールは、運動に障害のあるライダーの場合改造することが認め

られる。 

 

０１．３７ スロットルコントロール 

３７．０１  

スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に閉じるものとする。 

スロットルの操作（開けたり、閉じたり）は、スロットルバルブに直接連結されたツイス

トグリップからのメカニカルケーブルによって作動するものとする。シリンダーへの吸気

はスロットルボディーを経由して行われなくてはならない。その他如何なる方法によるシ

リンダーヘッドへの吸気経路への外気の取り入れは禁止される。 
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３７．０２   イグニッション・カットアウト・スイッチ 

全てのモーターサイクルには、ライダーとランヤード（最大長１ｍ）で繋がれたカットオ

フスイッチが装備されていなければならない。ライダーがモーターサイクルから離れた場

合ランヤードがカットオフスイッチから外れ、エンジンの作動を 1 秒以内に停止するもの

が装備されていなければならない。 

 

グループ J（電動車両）に属する車両の場合、事項 50.04.6 を参照。 

 

０１．３９ フットレスト 

３９．０１ 

フットレストは折りたたみ式であってもよいが、その場合には通常の位置に自動的に戻る

デバイスが装備されていなくてはならない。フットレストの先端には、最低半径８ｍｍの

一体型のプロテクションが設けられなくてはならない（図 D を参照）。 

 

０１．４１ ブレーキ 

４１．０１ 

すべてのモーターサイクルには、最低２つの有効なブレーキが装備されていなくてはなら

ず、ホイールと同心でなくてはならない。 

 

４１．０２ 

グループＢの車両には、最低ふたつの有効なブレーキが最低２つのホイールに装備されて

いなくてはならず、ホイールと同心でなくてはならない。 

 

４１．０３ 

鋭利な形状（ノコギリの歯状）のブレーキディスクは禁止される。ブレーキディスクの細

長い開口部の最大幅は 3mm で最低半径 3ｍｍ、最大半径 5ｍｍが推奨される。 

鋭利なエッジ（のこぎりの歯状）を持つブレーキディスクは禁止される。開口部（スロッ

ト）の最大寸法は 6mm；スロット：幅６ｍｍ、長さ 10mm とする。図参照 

 

４１．０４ 

硬いプラスチック素材の外部プロテクションはフロントディスク及びリヤディスク（フロ

ントは完全にカバーし、リアは部分的なカバー）に装備していなければならない。空力及

び軽量化のための穴は最大径幅６㎜最大長 10 ㎜または同等の範囲とする。 

 

０１．４３ マッドガード及びホイール・プロテクション 

モーターサイクルにはマッドガードが装着されなくてはならない。 
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４３．０１ 

フロント・マッドガードはホイールの周囲の最低１００°を覆っていなくてはならない。

マッドガード前端からホイールの中心に引かれた１本の線とホイールの中心を通って水平

に引かれもう１本の線が形成する角度は４５°から６０°までの間とする。 

 

４３．０２ 

リヤマッドガード（トライアルサイドカー及びインドアまたはアリーナトライアルに使用

される完全なオフロード車両を除く）はホイールの周囲の最低 80°を覆っていなくてはな

らない。マッドガード後端からホイールの中心に引かれた１本の線とホイールの中心を通

って水平に引かれたもう１本の線が形成する角度は 60°を超えてはならない。 

 

４３．０３ 

完全なオフロード（インドアまたはアリーナトライアル）競技会では、リヤマッドガード

はリヤホイールスピンドルを基準として描かれた円と垂線を基準とし、後方に 25゜以上の

位置でなければならない。 

 

０１．４７ ホイール、リム及びタイヤ 

４７．０１ 

すべてのタイヤはリムに装着され、１kg/sqｃｍ（１４lb/sq インチ）の空気圧で測定され

る。測定は路面から９０°のところにあるタイヤの部分で行われる。 

 

４７．０２ 

マニュファクチュラーが供給した状態のリム、または一体型ホイール（キャスト、モウル

ド、リベット）のスポークを改造すること、あるいは従来の取り外し可能なリムにおける

スポーク、バルブ、または安全ボルト以外のものを改造することは禁止される。ただし、

リムに関連してタイヤが動くことを防ぐために用いられることもあるタイヤ・リテンショ

ン・スクリューは例外とする。リムがこれらの目的で改造される場合、ボルト、スクリュ

ー等が装着されなくてはならない。 

 

０１．４９ トライアルタイヤ 

４９．０１ 

装着された状態でのタイヤの全幅は１１５ｍｍを超えてはならない。 
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４９．０２ 

トレッドの深さ（Ａ）は、トレッド面に対して直角に測定した状態で１３ｍｍを超えては

ならない。同一の円周上にあるブロックは同じ深さでなくてはならない（図Ｄ ｂｉｓを

参照）。 

 

４９．０３ 

ブロック間のスペースは、タイヤを横断する方向（Ｂ）において９，５ｍｍを超えてはな

らない、あるいは円周方向（Ｃ）において１３ｍｍを超えてはならない。 

 

４９．０４ 

ショルダーブロック間のスペース（Ｄ ｂｉｓ）は２２ｍｍを超えてはならない。 

 

４９．０５ 

トレッドを横断するスペース（Ｅ）は、タイヤウォールに対して直角に測定した場合、タ

イヤを完全に横断するように延びていてはならない。ただし、途中にブロックがある場合

は例外とする。 

 

４９．０６ 

すべてのトレッドブロック（ショルダーブロックは除く）は、長方形の形とし、両側がタ

イヤ軸に対して平行、または直角でなくてはならない（タイヤは逆にした場合も同じ外観

で、原則として図Ｄ ｂｉｓに適合していなくてはならない）。 

 

４９．０７ 

タイヤの表面はアンチスキッドスパイク、スペシャルチェーン等の外的な追加物を用いて

はならない。 

 

４９．８ 

タイヤは、一般ハイウエイ用向けとして通常の販売店、または小売店から入手できるもの

でなくてはならない。 

 

４９．８．１ 

タイヤは、一般の人たちが入手できるタイヤ・マニュファクチュラーのカタログ、または

タイヤ仕様リストに掲載されていなくてはならない。 
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４９．８．２ 

タイヤは UN Vehicle Regulation 75 Rev.2 (2010)に則り下記仕様でなければならない。 

・ 使用カテゴリー(5.2)：snow または special または all terrain 

・ スピードカテゴリーシンボル(5.4)：M(130Km/h)またはそれ以上 

・ 積載量インデックス(5.5)：45（165Kg）またはそれ以上 

タイヤは、荷重とスピードに関して“ヨーロッパ・タイヤおよびリム技術組織（ETRTO）”

の条件に適合している、最低のサービス特徴４５Ｍのものとする。 

 

０１．５０ 電動車両の追加仕様 

５０．０１  序論 

技術理念は、全く熱雨量を発せず無害・有害な排気を出さずに作動し、一つのホイールが

地面に接地する動作を伴うモーターサイクルのものである。 

 

電動モーターの数は自由とする。 

 

技術規則の改定は、競技の公平性を維持するために如何なる時でも行うことが出来る。 

 

５０．０２ 通常の EPV クラスの条件 

供えられた電源（バッテリー、蓄電池）のみを動力源とする 2 輪または 3 輪の電動推進型

のモーターサイクルとする。 

電気モーターの数は一つとする。 

 

５０．０２．１ レース手順 

カテゴリーI, グループ A1、クラス 125 モーターサイクルと同じとする。 

（レース手順は当該専門委員会により規定される） 

 

５０．０２．２ レースフォーマット（ガイドライン：実際のレースフォーマットは当該

種目による） 

カテゴリーI, グループ A1、クラス 125 モーターサイクルと同じとする。 

最低レース長：20 分 

最大レース長：30 分 

 

５０．０２．３ 蓄電池の充電 

車両の蓄電池は、大会主催者の指定する場所及び時間に充電されなければならない。 

 

レース主催者によって手配される電源供給によってのみ充電することができる。 
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充電システムはマシンとは別個のものとし、ヒューズ、アース漏れ防止ブレーカーを備え、

熱過負荷装置を含む全ての電気安全要綱に準拠していなければならない。 

 

５０．０２．４ ピットストップ 

レース主催者の承認を前提とし、安全かつ実践的配慮を前提としたエネルギー再生法に関

して定義することが認められる。 

 

ピットストップを希望するライダーは、その過程と技術内容について、安全性の評価のた

めにテクニカルディレクター/車検長に報告しなければならない。 

 

５０．０２．５ トランスポンダータイミング 

全ての車両には公式トランスポンダーが装備されなければならない。（トラックレース車両

を除く） 

 

５０．０２．６ 車検 

エントリーの条件として、車両に搭載される全ての安全装備が詳細に明記され、車検時に

提出されなければならない。 

配布される手プレート（FIM テクニカルコンストラクションファイル）を使用し、エント

リー車両のテクニカルコンストラクション（製造技術）ファイルがレースエントリー時に

要求される場合がある。この書類にはライダー、チーム、観客、オフィシャル及びマーシ

ャルの安全を確保するためのデザインステップ並びにリストされた基本情報が含まれてい

なければならない。 

 

テクニカルディレクター車検員は、技術仕様、優れたコンストラクション技術者の雇用、

適切な電気絶縁及び耐候性について順守されているか車両及びライダーの双方を確認する。 

 

ライダーは、ヘルメット、ギヤ、ビブ、グローブ及びブーツが適切な状態であることを示

すために車検に提示しなければならない。 

 

損傷を受けた車両は、レース後またはプラクティス後に車検エリアにおいて検査を受けな

ければならない。このような状況の場合、大会において再度使用する前に車両及び衣類の

再確認を受けることは競技者の義務である。 

 

競技使用車両が電気的、機械的、構造的に安全な状態にすることはライダーの義務である。 

 

議論が生じた場合、テクニカルディレクターの決定が最終のものとされる。 
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５０．０２．７ 服従 

大会期間中、車両が本規則及び大会規則に完全に合致していることを大会車検員に示すこ

とは競技者の役務である。 

 

５０．０３ 仕様 

５０．０３．１ 条件 

車両は、特に明記されていない限り、FIM 総合技術仕様に規定されているレースの為の諸

条件を順守していなければならない。 

 

パワーサーキット（回路）は、車両を推進するための電気系装備の全てのパーツにより構

成されている。オンボードサーキット（回路）は、シグナル、ライトまたはコミュニケー

ションに使用される電気系装備の全てのパーツで構成される。 

 

アキュミュレーター（蓄電池）は、充電ユニットから供給される電気エネルギーを蓄積す

る為に使用されるオンボード装置と定義される。 

 

車両の運動エネルギーによって生じる再生エネルギーは認められる。 

 

車両の性能の向上を目的とした如何なる外的エネルギーの利用は厳禁される。 

 

５０．０３．３ ハンドルバー 

事項０１．３３参照 

 

５０．０３．４ コントロールレバー 

事項０１．３５参照 

 

５０．０３．５ フットレスト/フットコントロール 

事項０１．３９参照 

 

５０．０３．６ ホイール及びリム 

事項０１．４７参照 

 

５０．０３．７ タイヤ 

事項０１．４９参照 
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５０．０３．９ 車両重量 

最低重量の設定は無い。 

最低重量：７５ｋｇ 最大重量は１２０ｋｇを超えてはならない。 

車両は、レースが出来る状態で重量チェックを受ける。 

計測された重量値はいかなる状況においても最低重量を下回ってはならない。 

 

５０．０３．１０ 総合寸法 

カテゴリーI, グループ A1、クラス 125 モーターサイクルと同じとする。 

詳細は各競技の同条項を参照。 

 

５０．０４ 電気保安 

如何なる状況下においても、通常使用時または何らかの予測可能な故障に陥った場合にお

いても、使用されている構成部品が負傷の原因とならないようにしなければならない。人

または部品を保護するための構成部品は、その機能が適切な時間の間作動するものである

ことを確実にしなければならない。 

 

５０．０４．１ 電気構成部品 

全ての電気系部品は、最低 IP44 タイププロテクション（防塵及び飛散防止）で保護され

ていなければならない。露出しているコネクター/ワイヤは、事故発生時の磨滅から保護さ

れていなければならない。（サイドカバー） 

 

以下は 50.04 とダブリ 

如何なる状況下においても、通常使用時または何らかの予測可能な故障に陥った場合にお

いても、使用されている構成部品が負傷の原因とならないようにしなければならない。人

または部品を保護するための構成部品は、その機能が競技会中作動するものであることを

確実にしなければならない。 

 

５０．０４．2 パワー母線の最大電圧 

メインパワー母線の許容最大電圧は 120VDC または 85VAC とする。最大電圧 20VDC

または 14VAC を臨界システムに供給するために２次パワー母線が使用される。 
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５０．０４．３ 高電圧シンボル 

高電圧の警告を示す符号は電気装備保護カバーの上かまたはその近くに表示されなければ

ならない。全ての符号は黄色い三角の中に黒い稲妻と黒い境界線がある。三角形のサイズ

は最低 12cm とするが、実際はそれより大きくても構わない。 

    

 

５０．０４．１ IEC 公表 

本技術規則に詳細な者が存在しない場合、関連する IEC 基準（国際電気技術委員会基準：

International Electro-technical Commission Standard）またはレポートを参考とする。 

注：IEC 公表は、将来的に ISO 公表に変更される。 

― IEC６０５２９ エンクロージャーからもたらされる防護範囲（IP コード） 

― IEC６０７８３ 公道車両のワイヤリング及びコネクター。 

このレポートは、バッテリー電動公道車両のケーブリング及びコネクターに適用される。 

― IEC６０７８４ 電動公道車両の計器 

このレポートは、内燃機関エンジンを有する車両の計器を除く電動公道車両の計器に適用

される。 

― IEC６０７８５ 電動公道車両のマシンの循環 

このレポートは、メイントラクションバッテリーから供給されるハイブリッドを含む電動

公道マシンの循環（トラクションモーター、予備モーター）に適用される。 

― IEC６０７８６ 電動公道車両のコントローラー 

このレポートは電動車両のトラクションバッテリーまたはバッテリーとモーターとの間の

エネルギー伝達比の調整を行う電動車両の装備に適用される。 

５０．０４．３ エネルギー回復 

車両の運動エネルギーから発生するエネルギーの回復は認められる。 

５０．０４．４ 外部エネルギー源の使用 

車両の性能向上を目的とするようなカーボンを基本源とするエネルギーの使用は、厳禁と

される。これには車両の冷却システム作動のために使用されるエネルギーも含まれる。 

５０．０４．５ 推進システムエラー 

大会中に推進システムを停止した場合、惰性走行が出来なければならない。（例：燃料/充

電過多またはシステムエラー） 

５０．０４．６ 電気的安全 

シャーシー及びシステム基盤のそれぞれに関連する車両の電気装備の如何なる部分も 500
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ボルト以上となってはならない。（システム基盤とは電気装備の基盤を指す）システムの基

盤とシャーシーまたは車両ボディーの間は 50 ボルト以上あってはならない。 

どの部分でも 2 点間の電圧は 500 ボルトに限定される。パワー回路の電圧が 42 ボルトを

超えた場合、このパワー回路は、適切なインシュレーターによってオンボード回路から離

されなければならない。 

パワー回路は車両を推進させるために使用される電気装備のパーツ全てで構成される。オ

ンボード回路は、信号を送ったり、ライト、またはコミュニケーション用に使用される電

気装備で構成される。 

電気装備の全てのパーツは、最低 IP44 タイプ（埃防止及び水滴防止）と同等以上のプロテ

クションで保護されなければならない。 

 

５０．０４．４ インシュレーション（絶縁体） 

各電気装備には、作動している装備と系統接地から電気的絶縁体がもけられていなければ

ならない。最大デフォルト電流は 1mA とする。 

 

FIM テクニカルディレクターはいつでもワイヤリングインシュレーターを確認することが

できる。高圧電流または高電流ワイヤーの場合、二重のインシュレーションが必要とされ

る。使用されているワイヤーのテクニカルデーターシートはどのような場合においても有

効である。 

 

シャーシ―へのバッテリーからのプラス及びマイナスワイヤーは、最低バッテリーの最大

電圧に耐えるものでなければならない。 

全ての作動していない部品も車両アースに接続されていなければならない。 

 

パワー回路が 36VDC を超えるで夏の場合、パワー回路は適切なインシュレーターによっ

てオンボード回路から分離されていなければならない。 

 

機械的抵抗を持たない絶縁素材、例えばコーティング、エナメル、ファイバーコーティン

グ（浸したものもそうでないものも）または絶縁テープ、も認められない。 

 

５０．０４．５ パワーインジケーター 

車両が充電中である場合、２つの明確な視認性に優れるインジケーターがなければならな

い。1 つはインストルメントパネル上で、もう一つは車両の後部とする。 

 

リヤライトは赤でなければならず、最低 10m 後方の側面または後方からでも視認出来るも

のとし、毎秒 50％の周期で 1 回か 2 回点滅するものでなければならない。 
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５０．０４．６ 通常回路ブレーカー：緊急停止 

ランヤードによりカットオフスイッチから切断し、60V 以下の主流母線に放電されなけれ

ばならない。このシステムは通常回路ブレーカーまたは緊急停止とされる。 

 

低電圧回路のための低パワー蓄電池（例：補助回路）は、メインのパワー蓄電池と完全に

孤立していることから、通常回路ブレーカー（緊急停止）から孤立させなくともよい。 

停止させるための 2 つの緊急停止装置（回路遮断）がライダー、マーシャルの手の届きや

すい所に設置されなければならない。 

通常のライディングポジションに座った場合、ライダーは、彼の前に設置してあるスパー

ク防止機能のある通常回路ブレーカーによってエネルギー消費部分と蓄電池間にある全て

の電気経路を中断することができなければならない。このブレーカーは車両外部からも操

作できる位置に取り付けられなければならない。このブレーカーは明確に表示されていな

ければならない。 

ボタン（スイッチ）の代わりに、このブレーカー操作するためにライダーに取り付けるラ

ンヤード（つりひも）の使用が認められる。 

通常回路には、ライダーの背後で、事故後に車両が横倒しになった場合でも簡単に見分け

られるような位置にある 2 次通常回路ブレーカーも含まれる。回路ブレーカーは、赤いボ

タンに黄色い丸印（最低直径 8cm）で赤文字か黒文字で緊急と記されたボタンで操作され

る。 

下記のオプションは、列記された条件に合致し、その他解決法でもあることから容認する

ことができる。チームは、車検において緊急停止操作のデモンストレーションを要求され

る。 

１． モーター近くの下方に設置されるコンタクターとライダー及び車両の上部からパワ

ーボルトと電流を分離するコンタクターリレーをコントロールする低電圧スイッチ

（例：プッシュボタン） 

２． このブレーカーが設置され、フルバッテリー電圧が流れている統合されたブレーカ

ースイッチとリレー 

もし取り付けられている場合、通常回路ブレーカーは、事前充電式抵抗器とは別になけれ

ばならない。 

スイッチを使用中にブレーカーの上に熱エネルギーを消費するアンペア・スクエア・2 次特

性である通常回路ブレーカーが溶けたり、電流の急激な増加を防止するために回路ブレー

カーの適切な操作が補償されなければならない。特に蓄電池からパワ―プラグに接続する

ときに発生する。 
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５０．０４．７ ヒューズ（オーバーカレントトリップスイッチ） 

オーバーカレントトリップは、規定された最高値を超えて一定時間超えた場合に、自動的

に電流を中断する装置である。 

 

オーバーカレントトリップは、如何なる状況においても通常回路ブレーカー（緊急停止）

に代わるものであってはならない。 

ヒューズ及び回路ブレーカー（モーター回路ブレーカーではない）は、オーバーカレント

トリップとして考えられる。追加の高速電気回路ヒューズオ及び高速ヒューズが適当とさ

れる。ヒューズは簡単に手の届くところに位置し、両極の蓄電池に可能な限り近くになけ

ればならない。 

車両に装備されている全ての電気ケーブルは個々のコンダクターの直径に適したオーバー

カレントトリップで保護されていなければならない。 

 

５０．０４．８ 畜電器（コンデンサー） 

パワー回路からなる畜電気を経由する電圧は、通常回路ブレーカーが開かれてから、また

は畜圧機のオーバーカレントトリップが切れてから 5 秒以内に 65 ボルトより下でなけれ

ばならない。 

 

５０．０４．９ パワーコントロール 

自動的に閉じる（パワーコントロール）スロットルが適用される。 

 

５０．０４．１０ 蓄電池（バッテリーの貯蔵） 

充電機器から供給される電気エネルギー中間貯蔵のために使用される全ての装備と定義さ

れる。如何なるオンボード蓄電池も車両の蓄電池のための必須パーツとして考えられる。 

蓄電池のタイプ、寸法、重量は、公式プラクティスとレースの間に変更されることは認め

られない。 

ドライバッテリー、小型蓄電池または太陽光発電等により作動されるオリジナルの品目が

ない場合、オンボード電気装備へのエネルギーは車両の公式蓄電池から供給されなければ

ならない。 

重要：エントリーの条件として、蓄電池化学作用、人間及び環境への危険性、取り扱い及

び引火性の詳細と予防措置を含む、マテリアルデータ・セーフティーシート(MSDS)は車両

のレースエントリーと共に提出されなければならない。 
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５０．０４．１１ 畜圧器の固定 

畜圧器は、車両の内部に確実に固定され、ショート、漏電から保護されなければならない。

畜圧器フレームまたはシャーシーにメタルクランプで絶縁カバーと共に取り付けられなけ

ればならない。 

 

固定方法は、畜圧器または固定器具、固定部位が、事故にあった際においても緩まないよ

うな方法を用いなければならない。 

 

ライダーと畜圧機を離すための頑丈な隔壁で仕切らなければならない。各畜圧器ボックス

には冷却または排出のためのエアの出入り口が無ければならない。モジュラーバッテリー

システムにおいて、断熱シールドまたは液体又は気体によって異常に膨張することを防ぐ

モジュール間の耐熱シールドが強く推奨される。 

 

畜圧器の固定は、畜圧器の電池漏れまたは暴発した場合に、ライダーその内容物が接触せ

ず、如何なる状況においてもライダーの視界またはマシンの操縦性を損なうものであって

はならない。 

 

５０．０４．１０ ジェネラルエレクトリックセーフティー 

使用されている構成部品が、通常の使用時や予期せぬ事態となり使用不可能となる等のい

かなる状況においても負傷の原因となってはならない。人物または器材を保護するために

使用されている構成部品は適切な時間その役割を維持できるものでなければならない。 

５０．０４．１１ 絶縁抵抗器 

どの電気装置も、作動している構成部品とアースの間に最低減の絶縁抵抗器を持っていな

ければならない。 

300 ボルト以上からアースする場合、絶縁抵抗器の値は 500ｋオ―ムに達しなければなら

ない。 

絶縁抵抗器の計測は最低 100 ボルトの dc 電圧が使用されなければならない。 

５０．０４．１２ 誘電強度 

電気を発生する車両の全ての電気装置は下記条件を備えていなければならない。 

誘電力を図るため、素材間の軽度、通常、または強制絶縁の判別がなされなければならな

い。 

通常絶縁体は、1 分間の間最低 2000 ボルト、50 ヘルツのテスト電圧に耐性を有してい

るものとする。 

軽度絶縁は使用されてはならない。（オンボード回路を除く） 

全ての作動している電気系パーツは、突発的な衝撃から守られなければならない。十分な 
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０１．５３ サイドカー用追加仕様 

５３．０１ 

サイドカーは、シャーシー内部パーツでない限り、最低３か所でモーターサイクルと固定

されていなければならない。 

複数の箇所でつなぎ合わせたサイドカーは禁止される。 

 

取り付けポイントは取付け部の遊びがあってはならない。傾斜角が変更できる場合、それ

は固確実な固定方法で単純にクランプ（金具）で留められているものであってはならない。 

 

クロスドベルトまたはメタリックグリッドの構造はホイールとサイドカー間の隙間を埋め

るものとし、万一の場合でも、ライダーの足が地面に触れることの無いものでなければな

らない。 

 

燃料タンクは、十分かつ独立して地面から保護されていなければならない。 

 

５３．０６ 

駆動は、モーターサイクルのリアホイールを介して路面に伝えられるものとする。 

 

５３．０7 

モーターサイクルのリアホイールの軌跡とサイドカーホイールの軌跡の間隔は最低

800mm とし 1150mm を超えてはならない。 

 

５３．０9 

ステアリングのトルクを減少させるため、フロントホイール及びリアホイール間の最大幅

を７５ｍｍずらすことが認められる。 

 

５３．10 

フロントホールのステアリングは、両サイドを同等に支えるホイールサポート（ロングま

たはショートリーディングリンクタイプ）とフレームテレスコピックフォークまたはスイ

ングアームフォークに直接取り付けられるステアリングの中間に接続部分を持たないもの

とする。 

 

５３．０２ 

シートの最低寸法は３００ｍｍｘ１５０ｍｍとし、サイドカーの床部から最低３００ｍｍ

上に設けられなくてはならない（図Ｎを参照）。 
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５３．６ 

５３．０８ 

燃料タンク及びオイルタンクは、確実にステアリングヘッド後方に取り付けられなければ

ならない。 

５３．０９ 

サイドカーは、最低３か所で車両に固定されなければならない。それはフレームと一体で

はならない。 

 

５３．１１ 

サイドカーのパッセンジャーに必要とされる最低寸法は 

長さ：１３５０ｍｍ 幅：３００ｍｍ （図 N 参照） 

 

５３．１２ 

マシンの最低地上高は乗車状態で計測される。175mm 以上なければならない。 

 

５３．１3 

エンジンの位置は任意とするが、リアホイールより前方になければならない。 

 

エンジンのセンターラインは、クランクシャフト軸（縦置きエンジン）とシリンダーブロ

ックのセンターライン（横置きエンジン）を基準に設定される。エンジンのセンターライ

ンは車両のリアホイールのセンターラインを１６０mm 以上超えてはならない。 

 

エンジン及びギヤボックスがプレートに固定される場合、スチールプレートの厚さは最低

４mm とし、軽合金プレートの場合５ｍｍとする。 

 

５３．１４ 

ハンドルバーは確実にフォークに取り付けられていなければならない。それらの高さは、

シートの中央部分より高い位置になければならない。 

 

モーターサイクルにはハンドルバー同様の取り付け方で取り付けられたステアリングヘッ

ドが取り付けられなければならず、フロントホイールサスペンションのアンサスペンデッ

ド部分に取り付けられてはならない。 

 

５３．１５ 

シートの最低寸法は３００ｍｍ×１５０ｍｍとし、サイドカーの床部分より最低３００ｍ

ｍの高さになければならない。（図 N 参照） 
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５３．１6 

サイドカーについて、リアホイールとサイドカーホイールは共に硬質の素材で覆われてい

なければならない。 

 

５３．１７ 

サイドカーが設けられていない方の側では、エキゾーストパイプはマシンの中心から

330mm 以上突出していてはならない。その反対側では、エキゾーストパイプはサイドカ

ーの幅より飛び出していてはならない（図Ｎを参照）。 

 

エキゾーストパイプの先端は、モーターサイクルのリアタイヤの後端、またはサイドカー

プラットフォームの後端のうちいずれか短い方を接点として垂直に引かれた線から飛び出

していてはならない。 

 

０１．５６ 車両の法律順守及び登録プレート 

モーターサイクルとその装備は、当該車両が登録された国の道路交通法的条件、および大

会特別規則に明記されている他の規則に適合していなくてはならない。 

 

エレクトリックジェネレーターは、電流と電圧に関して、競技の最中、および競技後の車

検時に連続して正常に作動しなくてはならない。電気配線は維持されなくてはならない。 

 

０１．６３ 燃料、オイル及びクーラント 

すべてのモーターサイクルは、通常無鉛ガソリンとして知られているガソリンを使用しな

くてはならない。 

 

全てのライダー/チームは、FIM テクニカルスチュワードに対し事前車検時において車両を

提示する時に、プラクティス及びレース中に使用する燃料のタイプについて申告しなけれ

ばならない。事項 63.04.2 参照 

 

６３．０１ 無鉛ガソリンの物質的性質 

６３．０１．１ 無鉛ガソリンはＦＩＭ仕様に適合しなくてはならない。 

 

６３．０１．２ 無鉛ガソリン（E10 を含む）は下記の場合にＦＩＭ仕様に適合したと 

  みなされる： 

 

注：現行規則は、2018 年 1 月 1 日以降変更とされる。（巻末を参照） 
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  （ａ）下記の特性を持っている場合： 

特性 ユニット 最低 最大 テスト方式 

ＲＯＮ  95.0 102.0  EN ISO 5164 

ＭＯＮ  85.0 90.0 EN ISO 5163 

酸素 ％ (m/m)  2.7 ISO 22854 ま た は

EN13132 

酸素（E10燃料） % (m/m)  3.7 ISO 22854 ま た は

EN13132 

ニトロジェン % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 または EN238 

気化圧(DVPE) kPa  95.0 EN13016-1 

鉛 mg/L  5.0 ICP-OES または AAS 

マンガン mg/L  2..0 ICP-OES または AAS 

15°での密度 Kg/㎥ 720.0 775.0 EN ISO 12185 

酸素安定度 分 360  EN ISO 7536 

ゴム存在量 mg/100ml  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 Mg/kg  10.0 EN ISO 20846 ま た は

20884 

銅腐食 比率  Ｃlass１ EN ISO 2160 

蒸留度：    EN ISO 3405 

70 ℃でのＥ % (v/v) 20.0 50.0  

100℃での E % (v/v) 46.0 71.0  

150℃での E % (v/v) 75.0   

最終沸騰点 ℃  210  

残留物 % (v/v)  2.0  

外観 透明で明る

い 

  視覚による検査 

特性 ユニット 最低 最高 テスト方式 

オレフィン ％ (v/v)  18.0 EN ISO 22854 

芳香物 ％ (v/v)  35.0 En ISO 22854 

ダイオレフィン

総量 

% (m/m)  1.0 GC-MS または HPLC 

 ％(ｍ／ｍ)  1.0 ＧＣＭＳ／ＨＰＬＣ 

酸素添加物    EN ISO 22854*または EN 13132 

メタノール % (v/v)  3.0  

 28 



エタノール（１） % (v/v)  5.0  

エタノール 

（E10）（１） 

% (v/v) 5.0 10.0  

イソプラパノル % (v/v)  12.0  

イソブタノ―ル % (v/v)  15.0  

テルト・ブタノ―ル % (v/v)  15.0  

エーテル  (C5

又はそれ以上) 

% (v/v)  22.0  

その他 (2) % (v/v)  15.0  

特性 ユニット 最低 最大 テスト方式 

ＲＯＮ  95.0 110  EN ISO 5164 

ＭＯＮ  85.0 100 EN ISO 5163 

気化圧(DVPE) kPa 35.0 95.0 EN 13016-1 

鉛 g/L  0.001 ICP-OES 

マンガン g/L  0.001 ICP-OES 

酸素安定度 分 360  EN ISO 7536 

ゴム存在量 mg/100ml  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 ｍｇ／ｋｇ  10．０ EN ISO 20846 ま た は 

20884 

銅腐食 比率  Ｃlass１ EN ISO 2160 

蒸留度：     

最終沸騰点 ℃  210 EN ISO 3405 

残留物 ％ (v/v)  ２ EN ISO 3405 

外観 透明で明るい   視覚による検査 

     

特性 ユニット 最低 最高 テスト方式 

エタノール＋高

濃度アルコール 

% (v/v) 75  EN 13132 または 14157 

 

高濃度アルコー

ル（C3-C8） 

 

% (v/v) 

  

2.0 

 

EN 13132 または 14157 

メタノール ％ (v/v)  1.0 EN 13132 または 14157 

エーテル（５ま

たは C アトム増

加） 

％ (v/v)  5.2 EN 13132 または 14157 
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事 項 2.10.1.2

に記載されてい

る無鉛 

% (v/v) 14 25  

水 ％ (v/v)  0.3 EN 12937 

無機塩化物 mg/L  １ EN 15484 

酸性度（酢酸） ％ (m/m)) 

(mg/L) 

 0.005 

(40) 

EN 15491 

 

注意： ※望ましい方法 

 

（１） エタノールは EN 15376 に従った混合のものとする。 

（２） GCMS 法は、GC トレースの絡まりを解くために用いられる。 

 

 （ｂ）  ５ % m/m 未満 の濃縮において存在する個々の炭化水素成分の合計は、燃 

      料の最低 30％ (m/m)を構成していなくてはならない。テスト方式はガス・ 

      クロマトグラフィ、および／あるいはＧＣ／ＭＳとする。 

 （ｃ）  各炭素数字グループにおけるナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃 

      度は、下記の表に示される限度を超過してはならない： 

 

％m/m C4 C5  C6 C7 C8  C9+ 

ナフテン ０ ５ １０ １０ １０ １０ 

オレフィン ５ ２０ ２０ １５ １０ １０ 

芳香物質   １．２ ３５ ３５ ３０ 

 

二環ナフテン、およびニ環オレフィンの総濃度は１％（ｍ／ｍ）以上あってはならない。

採用されるテスト方式はガス・クロマトグラフィとする。 

  (ｄ） 下記に記す酸化添加物のみが許可される。 

          メタノール、エタノール、n-プロピル・アルコール、アイソプロピル・アルコ

  ール、n-ブチル・アルコール、sec-ブチル・アルコール、イソブチル・アルコ

  ール、テルトブチル・アルコール、メチル・テルチアリ・ブチル・エーテル、

  エチル・テルチアリ・ブチル・エーテル、テルチアリ・アミル・メチル・エー

  テル、ジイソプロピル・エーテル 

 

 （ｅ） マンガンは 2.0 m/L の濃度以上は許可されない。現時点では、これは他の燃料

   による弱汚染の可能性をカバーするためのものである。燃料には、外気のない

  ところで発熱反応を起こす可能性のある物質が含まれていてはならない。 
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     基本的に鉛をまったく含んでいない鉛代替燃料を無鉛ガソリンの代わりに使用 

     することはできない。鉛代替燃料は、ＦＩＭ燃料規則に適合しない添加物を許 

     容限度以上含んでいるからである。 

 

６３．０１．３ エタノール E85 は、下記の場合に FIM 規則に適合したとみなされる。 

a) 下記の特性を持っている場合 

特性 ユニット 最低 最大 テスト方式 

ＲＯＮ  95.0 110  EN ISO 5164 

ＭＯＮ  85.0 100 EN ISO 5163 

気化圧(DVPE) kPa 35.0 95.0 EN 13016-1 

鉛 g/L  0.001 ICP-OES 

マンガン g/L  0.001 ICP-OES 

酸素安定度 分 360  EN ISO 7536 

ゴム存在量 mg/100ml  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 ｍｇ／ｋｇ  10．０ EN ISO 20846 ま た は 

20884 

銅腐食 比率  Ｃlass１ EN ISO 2160 

蒸留度：     

最終沸騰点 ℃  210 EN ISO 3405 

残留物 ％ (v/v)  ２ EN ISO 3405 

外観 透明で明るい   視覚による検査 

     

特性 ユニット 最低 最高 テスト方式 

エタノール＋高

濃度アルコール 

% (v/v) 75  EN 13132 または 14157 

高濃度アルコー

ル（C3-C8） 

% (v/v)  2.0 EN 13132 または 14157 

メタノール ％ (v/v)  1.0 EN 13132 または 14157 

エーテル（５ま

たは C アトム増

加） 

％ (v/v)  5.2 EN 13132 または 14157 

事 項 2.10.1.2

に記載されてい

る無鉛 

% (v/v) 14 25  

水 ％ (v/v)  0.3 EN 12937 
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無機塩化物 mg/L  １ EN 15484 

酸性度（酢酸） ％ (m/m)) 

(mg/L) 

 0.005 

(40) 

EN 15491 

 

６３．２  オイル 

 （ｆ） ２ストローク混合の場合、燃料仕様において下記許容誤差が認められる。 

・15℃における密度 ±３０ｋｇ／m3 

・蒸留残留物 管理されない 

 

燃料仕様に違反した場合、当該競技参加者は自動的にイベント全体に関して失格となる（ス

ポーツ・コードの事項１４０．１も参照）。競技参加者の燃料サンプル分析（ＡまたはＢサ

ンプル）のうち、競技参加者にとって有利な方の結果が考慮される（事項63.05.3も参照）。 

 

イベント用に地元で入手できる燃料が競技参加者用として十分ではない場合、主催国のＦ

ＭＮは、ＦＩＭに、上記の特性に適合しない燃料の使用を許可するよう特例を要請しなく

てはならない。 

 

６３．０３ 大気 

酸化剤として燃料に混合できるのは外気のみである。 

 

６３． ０４ 一次テスト 

６３． ０４．１ ＦＩＭ選手権およびプライズイベントにおいて、ＦＩＭは、その燃料を

使用するイベントに燃料が供給される前、あるいは供給される時に燃料テストの実

施を要請することができる。 

６３． ０４．２ レース用燃料を参加チームに供給する燃料供給会社（一般ガソリンスタ

ンドで入手する以外の燃料）は、FIM/DWO の指定する検査機関に１０㍑（２×５

㍑）を提供し、その仕様について検査を受けなければならない。提出燃料が、燃料

規制に合致している仕様の場合、当該燃料会社に対し、テストレポート番号を付し

た証明書が発行される。燃料供給会社は、お客でもあるライダー・チームがレース

で使用する前にそのテストレポート番号のコピーを渡さなければならない。燃料検

査についての情報は、fimfuels@interek.com を参照。 

 

６３．０５ 燃料サンプリング及びテスト 

１）ＦＩＭ任命オフィシャルは燃料サンプル抽出過程の監督及び作業工程に関する全責任 

を有する。 
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２）推奨される燃料テスト方法はガスクロマトグラフィーまたは GC フィンガープリン 

ト法とする。 

 

ガスクロマトグラフィ―（ＧＣ）とは、その特性である変動性及び極性を基準とする複合

物を分離するための分析技術である。ガスクロマトグラフィ―は、サンプル内の混合物個々

の質量及び定量の双方の情報を供給する。ガスクロマトグラフィーは、燃料分析法として

広く用いられている。 

 

GC フィンガープリントは、与えられた規程値と競技者の車両から抜き取られた燃料の比較

である。フィンガープリント法によって規定値に対する成分及び濃度の如何なる変化も発

見できます。分離は、燃料分析に適した非極柱によって行われる。構成物の検知は熱電離

検知器で行う。 

３）他のテスト法が要求される場合、燃料サンプルは、適切な容器を使用し、公式配達業 

社により指定された研究所に配送される。 

 

４）燃料コントロールに指名されたライダーは、車両と共にインスぺクションエリアに誘 

導される。 

 

５）燃料サンプルの運搬には新品の容器のみが使用される。 

 

６）テスト用の燃料は指定された燃料タンクから直接 3 つの小瓶（3 つのサンプル容器） 

に入れられ、Ａ,Ｂ,Ｃ及びサンプルが採取された車両を識別できるマークが施される。 

 

７）燃料サンプル申告書(１４参照)が直ちに記入される。記入見本に従い、ライダーの氏名、

ゼッケン番号、最終月日を含む全ての情報が記入される。チームを代表する者がこの申告

書の全ての記載条項を確認した後に署名する。 

 

８）サンプルＡ及びＢが分析の為に会場に滞在している指定研究所担当者に渡される（ま 

たは公式配送業者により指定研究所に運搬される）。サンプルＢは、必要に応じて行わ 

れる 2 次分析の為に、研究所担当者により予備として保管される。全てのサンプルに 

はサンプル申告書コピーが添付される。サンプルＡ及びＢに関わる分析費用はＦＩＭ 

が負担する。 

 

９）サンプル申告書写しと共にサンプルＣは、抗議に対応するため及び/または FIM 指定研 

究所による再分析要請に対応するためＦＩＭに渡される。サンプルＣの分析費用は当該チ

ームによって負担される。 

 33 



１０）テスト完了後、速やかに研究所の技術者は燃料サンプル分析結果をＦＩＭ任命オフ 

ィシャルにその結果を報告するとともに、コピーをライダー、当該委員会ディレクター及

びＣＴＩ事務局に送付する。（ctr@fim.ch, cti@fim.ch） 

 

１１）規程を満たしていない燃料であった場合、ＦＩＭ任命オフィシャルはその結果を直 

ちにＦＩＭ、レースディレクション（または国際審査団）、当該ライダー、チームに連絡す

る。ＦＩＭ燃料仕様を満たしていない場合、競技者は失格となる。競技者の燃料サンプル

分析（サンプルＡまたはＢ）結果が競技者にとってより有利に考慮される。 

 

１２）サンプルＡ及び/あるいはＢの分析結果を受領してから 48 時間以内にチームは FIM 

及びＦＩＭ任命オフィシャルにサンプルＣの再分析を要望する事が出来る。 

 

１３）レースディレクション（または国際審査団）は、最終分析結果に関する報告後、即 

裁定をしなければならない。レースディレクション（または国際審査団）の決定に対する

控訴は、その決定がなされた当該大会のＦＩＭスチュワードが公聴する。これはサンプル

Ｃの分析が終了した後に行われる。パネルまたはスチュワードの無いイベントの場合、控

訴はＣＤＩに対して行われる。 

 

１４） 燃料サンプル申告書 
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０１．６５ 装備と保護用ウエア  ウエアとシューズ 

ライダーまたはパッセンジャーが、特定のアイテムまたは器材または防護服の使用により

受けるかもしれない怪我に対し、FIM は責任を負うことは無い。 

 

６５．０１ 服装及びプロテクター 

ライダー、パッセンジャーはスーツ又は長ズボン及び長そでシャツの着用は義務とする。 

 

擦過（摩擦）による劣化を避けるため、ナイロンまたは合成繊維（ライクラやイランタン

等）のみで無い布地製のスーツ、長ズボン、長そでシャツ及び肌着の着用を推奨する。 

 

更に、ライダー、パッセンジャーは、スーツに装備されているまたは別に着用する、背部、

胸部、肘及び膝プロテクターの着用が推奨される。背部及び胸部プロテクターは

EN1621-2 及び prEN1621-3 に適合していることを推奨する。 

 

補修されたオーバーオールも、オリジナルのものと同等の保護が補修により可能となった

場合、使用が認められる。チーフテクニカルスチュワードは、オリジナルのものと同等の

プロテクションを確保できない補修について拒否する権限を有する。 

 

プラクティスと競技の最中、ライダー、パッセンジャー及びアシスタントは、長ズボン、

布製の長そでシャツまたはワンピーススーツ、及び胸部及び背中用のプロテクティブ装備

を着用することが推奨される 

胸部プロテクターは、CEN1621-3（最低限レベル１及びタイプ A）に則って製作された

ものとし、バックプロテクターは CEN 1621-2（最低限衝撃レベル１で背中の中央部プ

ロテクター）とする。 

バック及びチェストプロテクターは CEN 1621-2/3 と明確に表示されていなければなら

ない。 

常に適切な合成素材の胸部及びバックプロテクターの着用が強く推奨される。胸部、肩及

びバックプロテクターの基準はＥＮ1621 とする。 

ウエアに追加されているものやインナーの上に装備する物等、追加のボディープロテクシ

ョンも装着しなければならない。 

６５．０１．１ 

ウェアに装備されているものの場合、皮革製のパッドが装備されているか、または最低下

記の部位を保護する厚さ最低 8ｍｍの発泡プラスチックで覆われていなければならない。 

保護部位：肩、ひじ、胴体（胸部及び背部）、股関節及びヒザ 

６５．０１．２ 

ウェアに装備されていない場合、トライアル競技に適切な装具が使用されなければならな
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い。この装具は最低プラスチック成型でリブつきパネルのものとし、最低 2 ㎜の厚みがな

ければならないが、事項 65.07 に準拠する必要はない。それは下記部位を保護しなければ

ならない。肩、ひじ、胴体（胸部及び背部）、股関節及びヒザ 

2017 年 1 月 1 日より全てのライダーはボディープロテクションを装備しなければならな

い。 

 

６５．０2 フットウェア 

状態の良い、皮革または同等の性能を持つフットウェアを着用しなければならず、それは

最低 30cm の高さのものでなければならない。 

 

６５．０3 グローブ 

ライダー、パッセンジャーは皮革または同等の素材製のグローブを装着すること。 

 

６５．０４ アイプロテクション 

ライダー、パッセンジャーはゴーグルを装着してもよい。眼鏡、保護用ゴーグル、および

ヘルメットバイザーと“ティアオフまたはロールオフ”が許可される。眼鏡、ゴーグル、

バイザーに使用される材質は、粉砕防止材質でなくてはならない。ヘルメットのバイザー

は、ヘルメットと一体のものでなくてはならない。 

 

視界を妨害するアイプロテクター（傷が入っている、等）を使用してはならない。 

 

６５．０７   皮革と同等の素材について 

以下の特性を持ち、最低限 1.5mm 厚の牛革（床皮は除く）と同等の素材を使用しなけれ

ばならない。 

６５．０７．１   難燃性 

６５．０７．２   耐切性 

６５．０７．３   あらゆるタイプのアスファルトに対する耐摩係数 

６５．０７．４   吸汗品質 

６５．０７．５   メディカルテスト － 非毒性、非アレルギー性 

６５．０７．６   溶けない品質の生地 

６５．０７．７ 皮革以外の素材は、ＦＩＭ基準に合致していることを証明するステッカ

ーまたはラベルが貼付されていなければならない。このラベルは恒久的となるように、縫

い付けられるか貼り付けられていなければならない。 

６５．０８ 公認 

ウェアーマニュファクチャラーは、社名が記載される製品及び素材が規則に準拠している

ことに関する保障責任を有する。FIM は、これらを使用することによって発生するライダ
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ーもしくはパッセンジャーのいかなる負傷にも法的責任は負わない。 

 

０１．６７ ヘルメットの着用 

・ プラクティスと競技に参加するすべての参加者には、保護用ヘルメットの着用が義務  

  づけられる。ヘルメットはしっかりと固定されなくてはならない。ヘルメットは正常    

  にフィットし、状態の良いものとする。ヘルメットには、チン・ストラップ・タイプ   

  の“リテンションシステム”が取りつけられていなくてはならない。 

・ チンガードというプロテクションがあるにせよ無いにせよヘルメットを使用する全参

加者は、チンガードがライダーの視界の妨げとならないものでなければならない。更

に、当該ヘルメットの製造メーカーがデザインしたチンガードのみ使用することが出

来る。 

・ 外部シェルがワンピース以上で構成されているヘルメットの使用は認められない。（継

ぎ目が残っていてはならない） 

・ ストラップのリテンションシステムとダブル D リングによるクローズシステムが推奨

される。 

・ すべてのヘルメットは、事項 01.70 に明記された公式国際規格マーク、または当該ラ

イダーの所属するＦＭＮの認証マーク（スタンプ）を持つものとする。如何なる FMN

認証マークも公式国際規格マークに代わることは無い。 

・ ヘルメットは防護するために作られたものである。外部に何かを取り付けるためのも

のではない。カメラまたはその他アクセサリーは一切禁止され、ライダーヘルメット

に如何なるものも追加してはならない。 

ジュニアライダー（特に 16 歳以下）には、チンプロテクション（顎ガード）のついたヘル

メットが推奨される。ジュニアライダーに対するチンプロテクション付きヘルメットは

2018 年より義務とされる。（事項 69.03 参照） 

外部のシェルがワンピース以上の構造のヘルメットも許可されるが、緊急の場合に、チン・

ストラップを外す、または切断することによってのみライダーの頭から素早く、かつ簡単

に取り外せるものでなくてはならない。 

ＦＭＮのマークを持つヘルメットは、ＦＭＮの承認を得る前に、事項 01.70 に明記された

国際規格のひとつに適合していなくてはならない。 

 

上記の規則に違反した場合は失格となる。 

 

０１．６９ ヘルメットの操作指示 

６９．０１ 

チーフテクニカルスチュワードの監督のもと、スクルテニア（車検員）は、プラクティス

と競技の前にすべてのヘルメットが技術条件に適合しているかどうかをチェックする。 
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６９．０２ 

ヘルメットが技術条件に適合していない、または欠陥であることが判明した場合、テクニ

カル・スチュワードはすべての認証マークを剥がし、そのヘルメットをイベント終了時ま

で保管する。ライダーはテクニカル・スチュワードの承認を得るために、もうひとつのヘ

ルメットを提出しなくてはならない。衝撃を伴う事故のあと、ヘルメットは検査のために

テクニカル・スチュワードに提出されなくてはならない。（事項 77.02.1 も参照） 

 

６９．０３ 

全てのヘルメットは手を加えていない状態とし、構造が変更されていてはならない。衝撃

を伴う事故の後、ヘルメットは検査のためにテクニカル・スチュワードに提出されなくて

はならない。 

ジュニアライダーには、チンガードの使用を強く推奨する。もし、チンガードが使用され

る場合、当該ヘルメットマニュファクチャラ―によるデザインのもののみが認められる。 

 

６９．０４ 

チーフテクニカルスチュワード及び／あるいはテクニカルスチュワードは、ライダーがプ

ラクティス、または競技に出場を許可される前に下記のチェックを実施しなくてはならな

い： 

 

６９．０４．1 ヘルメットがライダーの頭にしっかりフィットするかどうか。 

６９．０４．２ リテンションシステムを完全に締めた状態で、それが顎から外れない 

        かどうか。 

６９．０４．３ ヘルメットを後方から引いてそれがライダーの頭から外れてしまわない 

        かどうか。 

 

０１．７０ 承認された国際ヘルメット認証マーク 

ヘルメットは国際規格のどれかに承認されたものでなければならない。 

 

ヨーロッパ   ECE 22-０５ P 及び J 

日本      JIS T 8133：2007（2019 年 12 月 31 日まで有効） 

  JIS T 8133：2015 

アメリカ    SNELL M 2010 (2019 年 12 月 31 日まで有効) 

  SNELL M2015     
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公認マークサンプルは以下の通り。（ヨーロッパにおいては公認時に与えられた国番号も表

示される。） 

 

 

 

０１．７３ ヘルメットのナショナルカラー 

国を代表するチームによる競技の場合（FIM トライアル・デ・ナシオン）、ヘルメットは各

チームメンバーともに、国旗に表示されている線やその他デザイン等、ヘルメットの総合

的な色合いは同じものとすることが強く推奨される。国旗はストライプ、バンドまたはそ

の他パターンで表記することが出来る。 

更に、世界または国内タイトル所持者にはフロント中央から後ろ側に至る５０mm 幅の国

旗または虹のデザインが認められる。 

下記のナショナル・カラーが承認された： 
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アンドラ ＦＭＡ 白色に垂直の青色、黄色、赤色のバンド 

アルゼンチン ＣＡＭＯＤ 白色に水平の青色のバンド 

オーストラリア ＭＡ 緑色と黄色の側面にオーストラリア国旗を示す赤、白、

青が頭頂部を横切る 

オーストリア ＯｅＡＭＴＣ 明るい赤色に幅６０ｍｍの黒色バンドと前面の白い部

分にＯｅＡＭＴＣのラベル 

ベルギー ＦＭＢ 黄色 

ブラジル ＣＢＭ 黄色と緑色 

ブルガリア ＢＭＦ 緑色と赤色 

カナダ ＣＭＡ 白色に３枚の赤いカエデの葉。前面に１枚、側面にそ

れぞれ１枚ずつ。 

チリ ＦＭＣ 赤色に青色のバンドと黄色の星 

中国 CMSA 赤色と黄色 

チェコ共和国 ACCR 青色に赤色、白色、青色の縁取り 

デンマーク ＤＭＵ 赤色と白色 

フィンランド ＳＭＬ 白色に青色の十字 

フランス ＦＦＭ 青色 

ドイツ ＤＭＳＢ 白地に黒色の縁取り 

英国 ＡＣＵ 緑色 

ギリシャ ＥＬＰＡ 白色に青色の縁取り 

ハンガリー ＭＡＭＳ 赤色と緑色 

アイルランド ＭＣＵＩ 緑色とオレンジ 

イタリア ＦＭＩ 赤色に緑色と白色の水平ラインが１本ずつ 

日本 ＭＦＪ 白色に赤色の円が上部に設けられる 

ケニヤ KMSF 黒、赤、緑に白い帯。両サイドにケニヤと記載。 

ルクセンブルグ ＭＵＬ 紫色 

メキシコ ＦＭＭ 白色に緑色と赤色の縁取り 

モナコ ＭＣＭ 青色と白色 

オランダ ＫＮＭＶ オレンジ 

ニュージーランド ＭＮＺ 白色に黒のキウイが前面に設けられる 

ノルウエイ ＮＭＦ 赤色と青色 

ペルー ＦＰＥＭ 赤色に幅７５ｍｍの白色ストライプ、青色と黄色のチ

ェックの縁取り 

ポーランド ＰＺＭ 白色に赤色のバンド 

ポルトガル ＦＮＭ 白色 

 40 



ルーマニア ＦＲＭ 黒色にナショナル・エンブレムの入った垂直の青色、

黄色、赤色のバンド 

ロシア ＭＦＲ 白色に赤色の縁取りと星の入った垂直の赤色バンド 

サンマリノ ＦＳＭ 白色にサンマリノのナショナル・エンブレム 

スロバキア ＳＭＦ 青色、赤色及び白色 

南アフリカ ＭＳＡ 黒色、緑色、青色、および赤色に黄色と白色のバンド 

スペイン ＲＦＭＥ 黄色と赤色 

スウエーデン ＳＶＥＭＯ 青色と黄色 

スイス ＦＭＳ 赤色に白色の十字 

ウルグアイ ＦＵＭ 明るい青色 

アメリカ ＡＭＡ 青色に２本の白色のバンド 

 

更に、FIM チーム世界チャンピオンは虹色のヘルメットの着用が認められる。 

 

ライダー個人のスポンサーは、全体的なグラフィックの一部とするかゴーグルストラップ

（通常平行）の下部分に別に表記することができる。チームに所属する各ライダーのヘル

メットモデルは異なっていても、グラフィックは同等のものでなければならない。 

 

トライアルヘルメット例 

 

 

ヘルメットの総合的なグラフィックは、チームの FMN の承認が必要とされる。 

 

チームがヘルメットを使用する場合で不可抗力（ライダー変更、ヘルメットの損傷等）が

発生した場合、当該ヘルメットは当該年度の FIM 技術規則に合致大会時のテクニカルスチ

ュワードに提示した他のヘルメットに変更することが出来る。 
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０１．７５ ＦＩＭのバッジ 

特定の状況において、ＦＩＭは特定の装備にＦＩＭバッジを使用し、それがＦＩＭの規格

に適合していることを示すのを許可することができる。この許可が与えられ、ＦＩＭバッ

ジが表示される装備が良い状態にある場合、このバッジはＦＩＭの設ける規格に適合して

いることの保証を意味する。 

０１．７６ ナンバー・サッシュ（ビブ） 

スターティングナンバーはいかに準拠していなければならない。 

７６．０１  

トライアル世界選手権   白地に赤文字 

ウィメントライアル世界選手権  ピンク地に黒文字 

FIM ジュニアトライアルワールドカップ 白地に青文字 

FIM ユーストライアルカップ 125cc 白地に緑文字 

７６．０２ ナンバーは 25cm×25cm の白い部分にプリントされなければならない。 

７６．０３ 数字の高さは 15cm とする。 

７６．０４ 数字の幅は 6ｃｍとする。 

７６．０５ 文字の幅は 2ｃｍとする。 

７６．０６ 25ｃｍ×25ｃｍ以外の部分にのみ広告が認められる。 

７６．０７ プラスチック製のビブの使用は認められない。 

 

０１．７７ 車検（技術的立証） 

７７．０１ 準備 

総論 

ライダーは常時自分のマシンに関してマシンがトライアル規則に合致しているかどうかの

責任を持つ。 

・ 車検前に、誰が何をするかを決定し、その決定を伝える。“効率”に主眼を置く。常に

明るく振舞い、テクニカルコントロールを行う理由：すなわち安全性と公平を意識す

る。 

・ 競技会前、閉鎖でき、警備出来るエリア（クローズトパーク/パルクフェルメ）を準備

する。 

・ 検査は隠された広い場所で行う。（最低５０㎡） 

・ 車検エリアには、テーブル、椅子、電気及び電源等必要器材が準備されていなければ

ならない。 

・ 重量計は正確、実践的かつ最低１００g 単位の計測が可能であること。認可されたマス

ターウェイト及び証明書が確認のために準備されていなければならない。 

・ 必要器材は以下の通り 

 ・回転計 
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 ・サウンドメーターおよびカリブレーターとスペアバッテリー 

 ・タイヤコントロール用デュロメーター（ゴム硬度計） 

 ・スライドキャリパー（排気量、キャブレター径等測定） 

 ・深ゲージ 

 ・スチール製メジャーテープ 

 ・最低地上高を計測するための手配（サイドカー） 

 ・シール 

 ・重量計（プロモーターオーガナイザーにより配備）計器（100Kg）調整のため

  のウェイト垂直バランス 

 ・エンジン排気量測定用ツール 

 ・シリンダー容積測定用ランプオイルテスターは推奨とし、使用される場合シリ 

  ンダー容量を表す。更に詳細な計測が必要な場合、チーフテクニカルスチュワ

  ードはシリンダーからシリンダーヘッドを外すことを要請する。 

 ・パーツにマークをつけるためにカラーペイント 

 ・耐熱ステッカーまたはサイレンサー（及びクリーナー）にマーキングするペイ

  ント場合のラベル、温度安定 

 ・材質テスト用磁石 

  ・適切な燃料サンプル用ボトル 

 ・CD ドライブ付きのコンピューター及び最新の動作環境公認車両ＣＤ－Ｒｏｍを

  読み取るためのコンピューター、Windows1０推奨 

 ・プリンター等が推奨される 

 ・計算器 

・ 必要書類リスト 

 ・大会特別規則 

 ・当該年度 FIM 技術規則 

 ・当該年度 FIM 種目別規則 

 ・FIM スポーツコード 

 ・公認書類 

 ・筆記用具 

 ・車両仕様書 

・ 必要器材及び事務用具は車検開始の最低３０分前までに準備されていなければならな

い。（大会特別規則に明記された時間） 
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７７．０２ 車検 

・ オフィシャルプラクティス前の車検は最低３０分前まで、レース前は最低１時間前ま   

  で、レース後は最低３０分内に行われなければならない。 

・ 車検は、CTR 規則及び大会特別規則に明記された時間及び手順に則って行われなけれ   

  ばならない。 

・ 音量検査は初めに行われなければならない。音量値は車両仕様書に記載される。エキ

ゾーストサイレンサーはペイントでマーキングされる。 

・ 最低限行われなければならない車検例は以下の通り 

 １ 音量検査→ステッカー 

 ２ カットオフスイッチ及び自動閉鎖スロットルコントロール 

 ３ メーカー、モデル、燃料 

 ４ フレーム識別番号→ステッカー 

 ５ 登録ナンバー 

 ６ 重量及びバラスト 

 ７ 燃料タンク→ステッカー 

 ８ カウンタースプロケット及びリアスプロケットガード 

 ９ ハンドルバープロテクション 

 １０ フロント/リアブレーキプロテクション 

 １１ ヘルメット及びナショナルカラー→ステッカー 

・ 車両の総合的な検査は FIM 規則に準拠しているかどうかの確認を行う。合格車両には

ペイントまたはステッカーが施される。 

・ 車検は、ライダーまたは彼/彼女のメカニックが車両仕様書を車検に提示した時点で開

始される。 

 

７７．０３ 主催国協会チーフテクニカルスチュワード及びテクニカルスチュワード 

・ チーフテクニカルスチュワードは、車検が開始する最低１時間前までにイベント会場  

  に到着していなくてはならない。チーフテクニカルスチュワードは、競技監督、審査 

  委員長、またはＣＴＩデレゲート（出席している場合）に自分が到着したことを報告 

  する。 

・ チーフテクニカルスチュワードは、イベントに任命されたすべてのテクニカルスチュ

ワードが正しい方法で任務を遂行できるように責任を持つ。チーフテクニカルスチュ

ワードは、競技、プラクティス、および最終コントロールに関して、各テクニカルス

チュワードを個々のポストに割り当てる。 

・ 車検には異なる役務があり、車検チームは最低３名いなければならない。最低１名は

FIM シニアテクニカルスチュワードライセンス所持者でなければならない。 

  車検に必要な最低人員は下記のとおりとする。 
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  － 書類確認     １名 

  － 音量テスト、サイレンサーマーキング  ２名 

  － 車両重量     １名 

  － 車両検査、ヘルメット及びウェア    ２名 

 

・ サウンドコントロールオフィサー（SCO）は、FIM テクニカルスチュワードライセン

ス所持者であり、音量検査並びにテスト方法に関する知識及び経験を有していなけれ

ばならない。 

・ チーフテクニカルスチュワードは、競技監督／FIM レースディレクターに車検の結果

を報告する。その後、チーフテクニカルスチュワードは、車検に合格したマシンのリ

ストを作成し、このリストを競技監督に提出する。 

・ チーフテクニカルスチュワードは、イベントのいかなるときにおいても、モーターサ

イクルのどの部分を観察する／検査する権限を有する。 

・ 全てのテクニカルスチュワードは、技術規則発行以降に改定された最新規則を協会に

より告知を受けていなければならない。 

 

７７．０４ FIM パーマネントテクニカルデレゲート 

・ FIM テクニカルパーマネントデレゲートは、技術規則に反する如何なる点も競技監督  

  /FIM レースディレクターに報告し、そのような問題点の解決策を提案する。 

 

７７．０５  ライダー及び/またはメカニック 

・ ライダー及び/またはメカニックは、大会特別規則に明記された時間内にマシンと共に 

  最低１回は車検を受けなければならない。 

・ 車検委立ち会うことのできる最大人数は、ライダー及び/またはメカニック、その他１

名とする。更に、チームイベントの場合、チームマネージャーの立ち会いもまた認め

られる。 

・ ライダー及び/またはメカニックは、FIM 規則に準拠した小奇麗な車両を提示しなけれ

ばならない。また、完全に記入され確認されたテクニカルカードも提出しなければな

らない。 

・ ライダー及び/またはメカニックは、個人世界選手権トライアルには車両を１台、イン

ドアトライアル世界選手権には２台提示する事が出来る。 

・ ライダー及び/またはメカニックは、ライダーの保護ウェア（装備）、ヘルメット、指

定されたスターティングナンバーの記されたビブを提示しなければならない。 

・ 如何なるライダー及び/またはメカニックも以下に記す規定に違反する場合、競技会か

ら除外される。 
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７７．０１．４ 車検は、オーガナイザーによってモーターサイクルの技術仕様書が提出

された時点で行われる。 

７７．０１．５ ライダー、または彼のメカニックが、大会特別規則に明記されたタイム・

リミットまでにマシンを車検に提出しなくてはならない。テクニカルスチュワードの要請

があった場合には、ライダー自身が車検に立ち会わなくてはならない。 

７７．０２ 

下記を行わなかったライダーは、当該大会から失格となる。競技監督は、下記の規則に従

わない者、または他の競技参加者あるいは観客に危険を及ぼす可能性のあるライダーがプ

ラクティス、または競技に参加するのを禁止することができる。 

７７．０２．１ 車検は、ＣＴＲ規則と当該イベントの大会特別規則に明記された手順と

時間に従って実施される。車検に立ち会える最大人数は、ライダーとその他に２名とする。

さらに、チームイベントの場合には、チームマネージャーも立ち会うことができる。 

７７．０２．２  

７７．０２．３ ライダーは、自分のスタートナンバーが記載された装備、ヘルメット等、

及びビブを提示しなければならない。 

７７．０２．４ ７７．０２．５ 音量検査が最初に行われる。エキゾーストサイレンサ

ーにはペイントでマーキングされる。音量計測値がテクニカルカードに記載される。 

７７．０２．７ FIM 規則に準拠しているかどうか確認するための総合的な車検が行われ

  る。車両にはペイントまたはステッカーでマークされる。 

 

７７．７８ 危険なモーターサイクル 

プラクティス、または競技中に、テクニカルスチュワードがマシンに欠陥を発見し、それ

が他のライダーに危険をもたらす可能性がある場合、当該テクニカルスチュワードはただ

ちにそのことを競技監督、または競技監督代理に報告する。プラクティス、または競技自

体からこのようなマシンを除外することは、彼らの責任である。 

 

０１．７８ テクニカルスチュワードのための車検ガイドライン 

・ 常に情報を得られるようにする。技術規則書発行後に導入された技術面に関す

る最新情報を自分の所属するＦＭＮから入手できるようにしておく。すべての

認証書類を手元に用意する。 

・ 検査は、十分広いスペース（最低面積５０㎡）のある覆いのある場所で実施さ

れるようにする。 

・ 重量計は正確で実用的なものとする。承認されたマスターウエイトとその証明

書を立証のために用意する。 

・ 競技会のスタート前に閉鎖されガードされるエリアを準備する。 

・ ノイズレベルと測定に関する規則が保守されるようにする。 
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・ 手順      最低車検人数 

 書類確認（エントリー用紙、ライセンス、  

 ヘルメット、服装等）    1 名 

 音量計測、サイレンサーマーキング  2 名 

 重量測定（空の燃料タンク）   1 名 

 車両検査（カリブレーターによる厳格なもの） 

 規則及び安全基準に遵守しているか 

 アイテムにはマーキングしなければならない 2 名 

・ 車検は、異なる役務を重複することも可能とするが、車検チームは最低 3 名で

構成されなければならない。最低 1 名は FIM シニアテクニカルスチュワードラ

イセンス所持者でなければならない。 

 オフィシャルプラクティススタートの前日または当日 

・ 最低時間： 30 分 

・ 最低安全確認、マーキング部品及び重量  2 名 

・ 全チームによる重量計使用の許可 

 レーススタートの前日または当日 

・ 最低時間： 1 時間 

・ 全チームによる重量計使用 

・ 総合的な車両、ヘルメット及びウェア検査 

 レース後の車検 

・ レース後、レースに使用した車両の中で選ばれた車両は車両保管場に直接入れ

られ、30 分間保管する。 

・ レース後検査（車両重量：レース終了時の状態のまま） 

 コントロール 

・ 抗議または国際審査団の裁定による 

 ツール及び書類リスト 

 ツール 

 

０１．７９ サウンドレベルコントロール 

音量検査は事項 79.11 に記載された数値に管理される。 

 

０１．７９ サウンドレベルコントロール（音量測定） 

重要 

・EPV(グループ J)は、サウドレベルコントロール（音量測定）の対象外とする。 

・世界選手権第１戦において、全参加者のマシンは音量測定される。第２戦以降について  

 は、無作為抽出のマシンとワイルドカードライダーまたはスポット参戦ライダーのマシ 

 47 



 ンが音量測定の対象となる。 

・参加者の参加状況に関わらず特に音量の高いマシンは音量測定される。 

 

環境問題及び RIDE QUIET キャンペーンという観点から音量を軽減するための方法とし

て実施される新たな方法を２ｍMAX と称し、2013 年より全てのアウトドア競技に適用さ

れる。 

 

この技術仕様及び新たな方法を実施するための方策は、オフィシャルやテクニカルスチュ

ワードが使用するために、本条項に記載されている。 

 

2mMAX 法においては、フルアクセル状態のモーターサイクルから発せられる音量レベル

（LwA）及びエンジンアイドリング状態の同じモーターサイクルの近接最大音圧レベルに

同期させ、即座に最大回転スピードで計測するものである。 

 

２ｍMAX 法は、エキゾーストのサイレンサーから発せられる音のみでなく、エンジン回転

数が最大エンジンスピードとなったときの車両から得られる全体的な音量を計測すること

で成り立っている。制限は、２ストロークの場合は通常規則、また、４ストロークの場合

REV リミッタ―。 

 

２ｍMAX 法で計測された音量のみが車検員及びレースディレクションまたは当該大会審

査委員が車両の最大音量が認められる範囲内であったかどうかの判断に適用される。 

 

７９．０１ サウンドメーター（音量計）の準備 

全ての FIM 選手権及びプライズイベントにおいて、音量計測にはサウンドメータークラス

１（タイプ１）必要とされる。その他選手権についてはクラス１またはクラス２（タイプ

１またはタイプ２）が必要とされる。 

 

音量計測器材には下記もまた含まれる。 

・ サウンドレベル測定機器には、それにふさわしいキャリブレーターが含まれ、

これはテスト開始直前、および規律的罰則が科される可能性のある際の再テス

トの前に使用されなくてはならない。 

・ タコメーター 

 

 車検中に、タコメーター、サウンドレベルメーター、またはキャリブレーターが正常に作

動しなくなった場合に備え、２セットの機器が用意される。 
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音量計は下記手順のとおり準備されなければならない。 

・A 計測を作動する。 

・FAST タイム計測を有効にする。 

・レンジを Hi 80 – 130dB にする。 

・音量計の93.5dB/Aまたはウィンドフォームボールのある場合113.5dBに印をつける。 

・マイクにウィンドフォームボールを取り付ける。 

・MAX、MIN 機能を MAX にセットし有効にする。 

 

７９．０２ 音量計及び車両のセットアップ 

音量は、トライポッドに固定され、車両の近くで水平位置に固定された音量計、マイクロ

フォンによって計測される。マイクロフォンは、延長ケーブルにより音量計に接続されて

いる方が良い。 

 

車両の場所及び位置は、マイクロフォンの周囲１０m の範囲に頑強な障害物の無い場所と

する。 

 

車両によって、音量計は以下の通りに配置される。 

・ソロモーターサイクル（スノーモビルを除く）： 

   車両の後方２ｍ（リアタイヤの中心が設置している場所から計測）で中

  心からエキゾースト側の斜め４５°に位置する。 

 

・ソロモーターサイクル（２本のエキゾーストの場合） 

   車両の後方２ｍ（リアタイヤの中心が設置している場所から計測）で中

  心からエアインテーク側の斜め４５°に位置する。注意：エアインテー

  クがセンターにある場合、両方の側で計測される。 

 

・スノーモビル 車両の側方２ｍでサイレンサー出口に向かって 90°（サイレンサー出口

  より計測）に位置する。注意：スノーモビルではサイレンサーは１本の

  み認められる。 

 

・サイドカー 車両のサイドカーサイドの後方２ｍ（サイドタイヤが設置している地点

  から計測）で斜め４５°に位置する。 

 

・クアド 車両の後方２ｍ（リヤアクスルから地面に対して垂直に引かれた線から

  計測）で車両中央の平行線から斜め４５°に位置する。 
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・中央軸からエキゾーストが出ているクアド 

   エキゾースト出口から斜め４５°でオフセット側の車両後方２ｍ（リヤ

  アクスルの接地部への垂線から計測）に位置する。 
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１気筒を超えるエンジンの音量は、各エキゾーストエンドで計測する。 

 

音量を軽減するためのアダプターが装備されているサイレンサーは、常に取り付けられた

状態でなければならない。 

 

繰り返し測定するために、全ての車両は地面に設置したフレームに位置し、設定要件であ

る４５°を遵守する。正方形のフレームが、車両の位置調整に有効である。 

    
 

ニュートラルギヤボックスを持たない車両の場合は、スタンドに立てられなければならな

い。 

 

やわらかな土の上で計測することが推奨される。例えば、草の上、細かな砂利の上とする。 

 

穏やかな風でない場合、マシンは風向きにと逆方向にフロントを設置する。 

 

計測中の音源となるもの（車両）の周囲５ｍの音量は９０dB/A を超えないこと。 

 

７９．０３ テスト手順 

テクニカルスチュワード（サウンドコントロールオフィサー（SCO）として任命された車

検員）は、モーターサイクルの横でマイクとは反対側に立つか、またはフロントホイール

付近でハンドルバーの前方に立つ。 

 

サウンドコントロールオフィサー（SＣＯ）は、競技監督/FIM レースディレクター、及び

他のテクニカルスチュワードと共に話し合い、適切なテスト場所、およびテスト方針につ

いて合意するために十分な時間を取れるように到着していなければならない。 
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第２テクニカルスチュワード（副車検長）も援助のために出席することが認められる。ま

た、ライダーも参加することが出来る。 

 

音量計測に常に従事する車検員の場合、耳栓を使用することを強く推奨する。（ヘッドセッ

トまたは、耳栓） 

 

音量計測は、その車両のタイヤが装着され、エンジンが温まった状態で行う。計測中、ラ

イダーのみが通常のライディングポジションに乗車することができる。 

 

車両の左側に立つメカニックがクラッチを切る。 

 

サウンドコントロールオフィサーSCO（以外は不可）は、スロットル最大開度まで、可能

な限り素早く（0.3 秒以内）スロットルを開ける。 

 

疑いが生じた場合、最大回転数（max rpm）が、車両サプライヤーの提示した最大パワー

（kW）(max power rpm)を超えるものか検証する。 

    

サウンドコントロールオフィサーSCO は、その検証が行われる場合、最低１秒間（または

エンジンのオーバーレブ音がするまで）は最高回転数を維持しなければならない。 

 

最後にインスペクターは素早くスロットルを閉じなければならない。 

計測中の最大ノイズ値（dB/A）がサウンドメーターで読まれ記録される。このノイズ値は

近似整数に切り捨てられることは無い。 

 

音量規制値は、事項 79.０８に明記されているリミットに制限される。 
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音量テストで合格、不合格が決定する。 

・合格 

 記録された音量値が事項 79.04 に規定されている規定値より低いか同等の場合、

 合格とされる。テスト終了時に、SCO がサイレンサーにマーキングを施す。 

 

 検査終了後、サイレンサーの交換は認められない。但し、テストを受け、マーキ

 ングされたスペアサイレンサー（事項 79.05）は除く。 

 

 サイレンサー開口部エンドは、テストを受け、マーキングされた状態から改造さ

 れてはならない。 

・不合格 

 記録された音量値が事項 79.04②規定されている規定値より大きい場合、不合格

 となる。 

 この場合、当該車両（同じサイレンサーとともに）は最提示することが認められ

 るが、最大 2 回までの再テストが認められる。 

 3 回目のテストでも不合格となった場合、ライダーは、 

 ― 異なるサイレンサーを提示できる（レース前に音量検査を受けている場合） 

 ― ペナルティーが科せられる（レース後の音量検査の場合） 

 

音量テストに合格した車両には、SCO よりテスト終了時にマーキングが施される。 

 

検査後のサイレンサーの交換は、事前にチェックされマーキングされたサイレンサーへの

交換のみ認められる。 

 

サイレンサーエンドの開口部は、チェックされマーキングされた後は一切改造は認められ

ない。 

 

音量計を MAXMIN セッティングを前計測値が消えるまでリセット（サイドラインを押す）

する。 

 

注意： 

・エンジンがミスファイヤした場合、スロットルは緩やかに閉じられ、その後再び開けら  

 れる。 

・デトネーションが発生した場合、計測が再度行われる。 

・エンジン回転リミッターの装備されていない車両の場合、スロットルは２秒間以内また 

 はエンジンのオーバーレブの音がするまでとする。 
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・音量規制値を超えていない場合であっても、疑いのある場合は、再度検査を行う。 

・max power rpm に到達できない車両の場合、当該車両は拒否される。参加者によ公表 

 された最大回転数に到達させようとしない如何なる手段も規則違反と判断される。 

・サウンドコントロールオフィサーSCO が、max power rpm 値（マニュファクチャラー  

 により提示された数値または事前に行われた dyno テストで得た数値）に関して疑いを持 

 った場合、サウンドコントロールオフィサーSCO は、スパークと直結するタコメーター 

 によってエンジンスピードを計測する。 

 

 

７９．０４ 音量規制値 

  トライアル世界選手権、カップ及びプライズ 

 エンジンタイプ レース前音量 レース後音量 

 ２ストローク 103dB/A 104dB/A 

 ４ストローク 105dB/A 106dB/A 

 

 注意 

・ レース後に守られなければならない規制値はサイレンサーの劣化を考慮してい

る。（規制値は 1dB./A 増加） 

・ 現行の音量テスト器材を使用することによる方法の精度を考慮し、2dB/A の

許容誤差とする。 
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・ 外気温度、気圧または高度による差し引きは認められない。 

 

７９．０5 スペアサイレンサー 

ライダー（または彼のメカニック）は、車両１台につき１つのスペアサイレンサーのみ提

示することができる。 

 

その他の予備サイレンサーはすべての参加者がモーターサイクルを提示後、もしくは翌日

に提示することができる。 

 

７９．０6  

行動及び決定は、当該スポーツ種目によることとし、FIM テクニカルディレクター及び/ま

たはチーフテクニカルスチュワードとの協議に先駆けて決定される場合がある。 

 

７９．０7  

競技結果が公表される前に最終車検が必要とされる競技会の場合、この検査には競技監督

/FIM レースディレクターがチーフテクニカルスチュワードの協力の元に選んだ無作為抽出

の最低 3 台の音量検査を行わなければならない。更なる情報は各種目による。 

 

・バックファイヤ等により結果が数値を超えた場合、インスペクターは最大２回まで計測

を行う。 

・エンジン回転数リミッターが装備されている車両の場合、スロットルは続座、0.3 秒以内、

に開けられ、最低１秒間またはオーバーレブの音が出るまで開けられる。 

・音量計は、車両の後方２ｍで中心からエキゾースト側の斜め 45 度に位置し、高さは地上 

 から 1.35ｍのところに設置する。スノーモビルの場合、サウンドメーターは 

・２ｍという距離は、リアタイヤセンターの地面との設置地点から図るものとする。（スノ

ーもビルを除く） 

・周辺の音量は 100dB/A 以下でなければならない。 

車両の位置 

参考事項として 

・車両について：リアホイールの地面への設置ポイント 

・2 本の排気口のある車両の場合、エアインテークのある側のものを計測する。エアインテ

ークが中央にある場合、両方とも計測する。 

・サイドカーの場合：サイドホイールの地面との接地面 

・クアド車両の場合：リヤアクスルの中心から地面に対し垂直 

・クアド車両で、排気口がメディアン・アクシスによって移動可能な場合：オフセット側

で計測される。 
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・レース前の車検時の音量検査には、 

・その他のスペアサイレンサーは、全ての車両の車検終了後または翌日に提示することが 

 できる。 

・１気筒を超えるエンジンのサウンドレベルは各エキゾーストエンドで計測される。 

・サウンドテスト中、ライダーのみ通常の乗車姿勢で乗ることができる。その他如何なる  

 者もサウンドテストに関係してはならない。 

・音量規制地に合致していない車両の場合、事前車検に何度でも持ち込むことができる。 

・チェックされ、音量規制に完全に合致したサイレンサーにはマーキングが施され、 

・サウドチェックに合格した全てのサイレンサーはチェックされマーキングされる。 

７９．０１ ２ｍMAX 法―最大音量 

スピードウェイ、ロングトラック、アイススピードウェイの REV リミッタ―のない４T エ

ンジンにおいては、１または２S を最大とするスロットル最大開度までを範囲とすることを

推奨する。 

新２ｍMAX 法 

操作 ― 耳の保護 ― 耳栓の使用 

・計測は、スタンドを使用せず、ニュートラルでエンジンが温まった状態で行う。 

最大回転数とは？エンジンが到達かつ最高の性能を発揮でき、最大馬力に到達する回転数 

である。この最低到達点である最大回転数に到達できない車両は拒否される。 

計測で得られた数値の切り捨ては行わない。 

音量計測は、インスペクターのみがスロットルを扱う。他の人員による影響を最低限とす

るため、彼自身でスロットルを開放しなければならない。（サウンドメーターと延長コード

により接続されているマイクロフォンが有効である。） 

計測 － 音量計測値の記録 

・計測が納得できるものである場合、結果を記載する。その後 MAXMIN セッティングを前

計測値が消えるまでリセット（サイドラインを押す）する。 

・再度 MAXMIN サイドラインを押し、音量計を起動させる。 

・音量計は、この時点より次の計測準備が整うこととなる。 

初回の音量コントロールと車検時にライダー（またはメカニック）は 1 台につき１つのス

ペアサイレンサーを提示することができる。 

注意：近隣居住及び環境に容認される音量は： 

・全ての大会において最も近いところから１００ｍのところで７８dB/A とする 

・目盛りのある公認音量計でレース場から直線距離で 100m のところで計測する。 

・この数値の許容誤差として＋５dB/A とし、 

７９．０２ 競技中及び終了後の音量コントロール 

競技結果発表前に最終車検を必要とする競技会の場合、車検長の協力の元に競技監督が無

作為抽出した最低 3 台の車両が含まれていなければならない。 
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７９．１１ 現行の音量規制地 

方法の正確性及び加算値（許容誤差）に関連し、全ての音量計測で得られるサウンドメー

ター値を最終のものとする。（如何なる訂正も認められない） 

７９．１１．１ レース前チェック 

― ２ストロークエンジンの場合：104dB/A（方法の精度のための許容誤差＋２dB/A） 

― ４ストロークエンジンの場合：106dB/A（方法の精度のための許容誤差値＋２dB/A） 

注：２０１７年より規制値は３dB/A 引き下げられる。 

― ２ストロークエンジンの場合：１０１dB/A（方法の精度のための加算値＋２dB/A） 

― ４ストロークエンジンの場合：１０３dB/A（方法の精度のための加算値＋２dB/A） 

７９．１１．２ レース中及び終了後のチェック 

― 全てのエンジンタイプ：＋１dB/A（サイレンサーの劣化を考慮した値） 

７９．１２ 

音量規制規則に合致しない車両は複数回音量検査に提示出来る。 

 

０１．８０ サウンドレベルメーター使用上のガイドライン 

８０．０３ 修正 

修正に関しては方法の精度に明記される。（事項 79.11 参照） 

８０．０４ 外気温 

考慮されない。 

０１．８１ 計時 

１９９３年１月１日以降、計時の責任は当該スポーツ委員会に委ねられる。 
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2018 年 1 月 1 日以降の規則変更 

 

６３．０１．２ 無鉛ガソリン（E10 を含む）は下記の場合にＦＩＭ仕様に適合したと 

  みなされる： 

 

  （ａ）下記の特性を持っている場合： 

特性 ユニット 最低 最大 テスト方式 

ＲＯＮ  95.0 102.0  EN ISO 5164 または 

ASTM D2699 

ＭＯＮ  85.0 90.0 EN ISO 5163 または 

ASTM D2700 

酸素（10％のエ

タノール許容含

む） 

％ (m/m)  3.72.7 ISO 22854 ま た は

EN13132 または元素分析 

酸素（E10燃料） % (m/m)  3.7 ISO 22854 ま た は

EN13132 

ニトロジェン % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 または 

ASTM 5762 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 または EN238 

ASTM D6839 ま た は

ASTM D5580 

気化圧(DVPE) 

(冬季イベント) 

kPa  95.0 

(100.0) 

EN13016-1 

（ASTM D5191） 

鉛 mg/L  5.0 ICP-OES または AAS 

マンガン mg/L  2..0 ICP-OES または AAS 

15°での密度 Kg/㎥ 720.0 785.0 

775.0 

EN ISO 12185 または 

ASTM D4052 

酸素安定度 分 360  EN ISO 7536 または 

ASTM D525 

ゴム存在量 mg/100ml  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 Mg/kg  10.0 EN ISO 20846 ま た は

20884ASTM D5453 

銅腐食 比率  Ｃlass１ EN ISO 2160 

蒸留度：    EN ISO 3405 または 

ASTM D86 

70 ℃でのＥ % (v/v) 20.0 50.0  
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100℃での E % (v/v) 46.0 72.071.0  

150℃での E % (v/v) 75.0   

最終沸騰点 ℃  210  

残留物 % (v/v)  2.0  

外観 透明で明るい 視覚による検査 

特性 ユニット 最低 最高 テスト方式 

オレフィン ％ (v/v)  18.0 EN ISO 22854 または 

ASTM D6839 

芳香物 ％ (v/v)  35.0 En ISO 22854 または 

ASTM D6839 

ダイオレフィン

総量 

% (m/m)  1.0 GC-MS または HPLC 

 ％(ｍ／ｍ)  1.0 ＧＣＭＳ／ＨＰＬＣ 

酸素添加物    EN ISO 22854*または EN 13132 

メタノール % (v/v)  3.0 酸素添加物で認められてい

るものは、210℃以下で終点

を持つパラフィン系モノ・ア

ルコール、パラフィン系モ

ノ・エーテル（分子内に 5 つ

以上の炭素原子を含む） 

エタノール（１） % (v/v)  5.0 

エタノール 

（E10）（１） 

% (v/v) 5.0 10.0 

イソプラパノル % (v/v)  12.0 

イソブタノ―ル % (v/v)  15.0 

テルト・ブタノ―ル % (v/v)  15.0 

エーテル  (C5

又はそれ以上) 

% (v/v)  22.0 

その他 (2) % (v/v)  15.0 

 

注意： ※望ましい方法 

（３） エタノールは EN 15376 に従った混合のものとする。 

（４） GCMS 法は、GC トレースの絡まりを解くために用いられる。 

 

 （a）  ５ % m/m 未満 の濃縮において存在する個々の炭化水素成分の合計は、燃 

      料の最低 30％ (m/m)を構成していなくてはならない。テスト方式はガス・ 

      クロマトグラフィ、および／あるいはＧＣ／ＭＳとする。 

 （ｃ）  各炭素数字グループにおけるナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃 

      度は、下記の表に示される限度を超過してはならない： 
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％m/m C4 C5  C6 C7 C8  C9+ 

ナフテン ０ ５ １０ １０ １０ １０ 

オレフィン ５ ２０ ２０ １５ １０ １０ 

芳香物質   １．２ ３５ ３５ ３０ 

 

二環ナフテン、およびニ環オレフィンの総濃度は１％（ｍ／ｍ）以上あってはならない。

採用されるテスト方式はガス・クロマトグラフィとする。 

 

 （ｃ） リードリプレースメントガソリンは、基本的に無鉛であるが、無鉛ガソリンに

  代わるものとは成り得ない。そのようなガソリンは FIM 燃料規定と一致しない

  受け入れがたい添加物が含まれている。 
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